


は じ め に 
 
 
     写真 
 
 
 
 

私たちのふるさと名取は、東部に雄大な太平洋を臨み、西部に高舘山や五社山などの

なだらかな丘陵地が連なり、さらに、海と山を繋いで流れる名取川・阿武隈川の両水系

に囲まれ肥沃な名取耕土が広がる、温暖で豊かな自然環境を有しています。また、鉄道・

道路交通網の発達、東北の空の玄関口である仙台空港を擁するなど、自然と都市が一体

となった魅力溢れる街です。この快適で潤いと安らぎのある環境、恵み豊かな自然を次

世代に継承していくことに大きな意義があることを認識し、すべての人が協力しあって

環境に配慮した行動を起こしていくことが重要です。 
本市では、豊かな自然と人とが共生するかけがえのない「愛されるふるさと なとり」

を未来の世代へ繋いでいくため、森林・農地の維持管理や水環境の保全、ごみの減量化

やリサイクルなどを計画的に進めるほか、地球温暖化や気候変動に対応した環境施策の

推進を図っております。 
令和６年度においては、名取市地球温暖化対策実行計画に基づき、街路灯や公共施設

等の照明器具 LED 化や住宅用再生可能エネルギー等設備の導入促進に取り組んだほか、

省エネ家電買い換えキャンペーンの実施や「なとり環境フェスタ」の開催を通じて、環

境に対する意識啓発を行いました。今後もさらなる推進に向けた施策を展開してまいり

ます。 
本書は、令和６年度における本市の環境及び本市が実施した環境施策の状況をまとめ

たものです。本書を通じて、多くの皆様に環境に対する関心を深めていただき、本市の

環境行政の推進に対し、より一層のご理解とご協力を頂ければ幸いです。 
 
 
 
 
 

                       令和 7 年 12 月 
                         名取市長  山田 司郎 
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ⅠⅠ    本本市市のの概概況況  
  

1. 位位    置置   

本市は、宮城県の中央部に位置し、東北の中核都市である仙台市に隣接しています。東北本線、国

道 4号線、東北縦貫自動車道及び仙台東部道路が南北に縦断、また空の玄関仙台空港が所在し、さら

にはＪＲ仙台駅と直結した仙台空港アクセス鉄道が運行するなど、交通の要衝となっています。 

東は、太平洋を臨み、西部一帯は広大な山並みが連なり、遥かに蔵王連峰の雄姿を眺めることがで

きます。仙台湾海浜県自然環境保全地域及び樽水・五社山県自然環境保全地域と高舘・千貫山緑地環

境保全地域が指定されており、また名取耕土の肥沃な生産緑地が市街地を包む東西 15km、南北 8km、

面積 98.18km2の市域を擁する緑豊かな地域環境を形成しています。 

気候も太平洋を北上する黒潮のため冬期でも比較的温暖です。 

 

名名取取市市のの位位置置図図  

     

 

 

方位 経    度 地  名 距離 方位 緯    度 地  名 距離 面積 

極東 140°58′03″ 閖上字東須賀 
15 km 

極南 38°06′36″ 堀内字南 
8 Km 98.18 

km2 
極西 140°47′03″ 高舘熊野堂 

字今成西 極北 38°13′09″ 高舘熊野堂 

字今成西 

 

注：面積は、国土地理院調査（令和 6年 10 月 1 日現在）による。 
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22．．人人    口口  

  

年  次 
人    口      （単位：人） 

世 帯 数 1 世帯当たり 

の  人  口 男 女 計 

平成 27 年 37,840 39,100 76,940 29,081 2.65 

   28 年 38,156 39,438 77,594 29,658 2.62 

   29 年 38,525 39,829 78,354 30,195 2.59 

   30 年 38,604 39,804 78,408 30,585 2.56 

令和 元年 38,902 40,166 79,068 31,214 2.53 

    2 年 39,132 40,396 79,528 31,863 2.50 

     3 年 39,054 40,396 79,450 32,253 2.46 

     4 年 39,117 40,471 79,588 32,853 2.42 

    5 年 39,191 40,499 79,690 33,319 2.39 

    6 年 39,158 40,617 79,775 33,928 2.35 
資料：名取市統計書。数値は各年 9月末日時点のもの。（外国人を含む。） 

 

33．．気気    象象  

 

年  次 

気      温      （℃） 風    速 

（m/sec） 
降 水 量 

（mm） 
最深積

雪日量 

(cm) 
平      均 極 

平均 最高 最低 最高 最低 平均 最大 総    量 最大日量 

平成 28 年 13.1 17.3 8.9 35.0 -7.30 3.4 21.5 1,114.0 90.5 7 

  29 年 12.3 16.7 8.1 34.6 -9.8 3.4 20.1 1,149.5 156.0 3 

  30 年 13.1 17.5 8.7 37.3 -9.2 3.3 22.3 888.0 86.0 15 

令和元年 13.0 17.4 8.6 34.0 -6.2 3.4 19.6 1,165.5 240.0 2 

   2 年 13.2 17.4 9.2 35.1 -7.3 3.2 20.3 1,185.0 132.5 3 

   3 年 13.1 17.4 8.9 32.4 -8.7 3.4 19.7 1,066.5 76.5 3 

   4 年 12.9 17.3 8.6 35.6 -6.9 3.2 17.0 1,009.0 98.5 2 

   5 年 14.4 19.0 9.9 36.7 -7.1 3.3 20.6 684.5 57.0 12 

   6 年 14.4 18.9 10.0 36.1 -5.3 3.4 19.9 897.5 73.5 6 

※ 本表は気象庁の名取地点の観測値である。  
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令令和和６６年年度度    航航空空機機騒騒音音測測定定結結果果一一覧覧        

                                      

測定 
機関 

測定 
地点 
番号 

測定場所 測定期間 測定 
日数 

WECPNL 
平均(dB) 

ﾋﾟｰｸﾚﾍﾞﾙ

ﾊﾟﾜｰ平均

(dB(A)) 

Lden 
平均

(dB) 

宮 

城 

県 

MS-1 本郷字東六軒 
(館腰局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 364 67 75.1 53 

MS-2 本郷字三合田 
(本郷局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 364 69 76.2 56 

MS-7 杉ケ袋字尻田村 
(杉ケ袋局) 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 364 66 72.4 52 

MS-8 下増田字耕谷 
(耕谷局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 364 60 67.5 46 

MS-9 杉ケ袋字杉前 
(杉前局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 364 75 79.9 60 

S-1 本郷字三合田 短期測定 R6.6.5～R6.6.11 7 69 77.3 56 

名 
取 
市 

N-1 杉ヶ袋字尻田村 短期測定 
夏  R6.7.25～R6.7.31 7 60 67.2 47 

冬  R7.1.29～R7.2.4 7 60 68.3 47 

N-2 杉ヶ袋字新田南裏

(杉ヶ袋局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 365 65 72.3 51 

N-5 愛島北目字上原 
(愛島局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 365 64 72.2 50 

N-13 堀内字鶴 
(堀内局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 365 64 74.8 51 

N-14 名取が丘三丁目 
(名取が丘局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 365 56 69.5 41 

N-15 植松三丁目 
(植松局） 通年測定 R6.4.1～R7.3.31 365 59 68.6 46 

N-16 杉ヶ袋字尻田村 短期測定 
夏 R6.7.25～R6.7.31 7 68 72.0 54 

冬 R7.1.29～R7.2.4 7 68 73.2 54 

N-18 杉ヶ袋字杉北 短期測定 R6.8.20～R6.8.26 7 60 67.3 46 

 

注 1：通年測定の測定日数は、欠測日を除いた日数。 
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航航空空機機騒騒音音ににかかかかるる市市内内測測定定値値とと過過去去 55 年年間間のの経経年年変変化化（（固固定定局局））       (単位：dB(A)) 

№ 測定地点番号 測 定 局 名 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 
1 MS-1 館腰局 49 49 51 53 53 
2 MS-2 本郷局 52 53 55 55 56 
3 MS-7 杉ケ袋局 50 51 51 51 52 
4 MS-8 耕谷局 － － － 46 46 
5 MS-9 杉前局 － － － 60 60 
6 N-2 杉ケ袋局 49 50 51 51 51 
7 N-5 愛島局 46 48 48 49 50 
8 N-13 堀内局 48 49 51 51 51 
9 N-14 名取が丘局 39 40 40 42 41 
10 N-15 植松局 43 45 45 46 46 

注 1：№1～5は宮城県で測定。№6～10 は名取市で測定。№4～5は令和 5年度より通年測定を開始。 

注２：測定値は Lden 平均による。 

 

なお、平成 25 年 4 月 1 日からこれまで WECPNL で評価していた環境基準が、Ldenでの評価に変わる

とともに、Ⅱ類型地域の環境基準も WECPNL で 75 以下から Ldenで 62dB 以下と変わりました。この変

更に伴い宮城県では，近年の航空機騒音の測定データに基づき再評価を行い，現在の騒音レベルに

あわせた環境基準の地域の類型を当てはめる地域（環境基準Ⅱ類型）へと変更し、現在では MS-9 以

外の測定地点がⅡ類型地域の外側にあります。 

令和６年度測定の結果は、全測定地点で類型Ⅱの環境基準値以下でありましたが、市及び県では

さらなる騒音の低減を目指し、低騒音機材の導入や騒音低減運航方式等について国など関係機関に

働きかけを行っています。 

 

②②自自動動車車騒騒音音常常時時監監視視  

自動車の走行に伴って生じる騒音については、環境基本法に基づく環境基準が定められているほ

かに、騒音規制法によって要請限度（限度を超えた場合には、市町村長が公安委員会に対し道路交

通法による何らかの措置をとることを要請できる基準）が定められています。 

自動車騒音の評価について、平成 11 年度の「騒音に係る環境基準」の改正で、地域の騒音を代表

する地点の測定から道路沿道の個々の住居等が影響を受ける騒音レベルを評価するよう面的評価の

手法が導入されました。面的評価は、各評価区間でその区間の騒音を代表する1地点を選び、その地

点の騒音から自動車騒音以外の音（鉄道騒音やパトカーのサイレン音など）を除いたものを評価し

ます。また測定場所は、道路端だけでなく、背後地（面的評価を実施する道路端から 50ｍの範囲内

であって、かつ道路に直接面しない2列目以降の住居等の位置する場所）で測定した騒音データも評

価します。 

各評価区間は 5 年に一度は測定を行い、令和 6年度は市で 4 評価区間（4地点）の測定を実施しま

した。計画時に１つの評価区間として捉えていたものの、実際の道路条件により分割して測定を行

った評価区間について枝番により管理しています。 

８ページに、令和6年度に測定した道路近傍及び背後地各4箇所の残留騒音レベルを掲載していま

す。この測定データ及び前年以前に市が測定した結果を基に面的評価を実施したところ、評価区間

内の対象戸数 3,661 戸のうち昼夜とも環境基準を達成した戸数は 3,631 戸（99.2％）でした。これ

は、令和5年度の評価と比較すると、評価対象戸数の全体数は減少しているものの環境基準を達成し

た割合は増加しています。 
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令令和和 66 年年度度 自自動動車車騒騒音音常常時時監監視視結結果果一一覧覧  

№ 測定路線名 

測

定 

年

度 

評価

区間

(km) 

評価

対象

戸数 

基準達成戸数 
昼夜 

とも 

未達成 
昼夜とも達成 

(達成率％) 

昼のみ 

達成 

夜のみ 

達成 

1 一般国道 4 号線(堀内） R4 1.4 8 6(75.0) 0 0 2 
2 一般国道 4 号線(本郷～飯野坂) R4 3.3 44 38(86.4) 1 0 5 
3 一般国道 4 号線(飯野坂～増田) R4 1.3 29 27(93.1) 0 0 2 
4 一般国道 4 号線（増田） R4 0.8 96 84(87.5) 9 0 3 
5 一般国道 4 号線(増田～上余田) R4 1.9 53 53(100.0) 0 0 0 
6 仙台東部道路(増田～美田園) R5 0.6 84 84(100.0) 0 0 0 
7 塩釜亘理線(閖上) R2 0.2 3 3(100.0) 0 0 0 

8-1 塩釜亘理線(閖上) R2  0.2 5 5(100.0) 0 0 0 
8-2 塩釜亘理線(閖上） R3 0.2 1 1(100.0) 0 0 0 
8-3 塩釜亘理線(美田園) R3 0.2 49 49(100.0) 0 0 0 
9 塩釜亘理線(美田園） R3 0.4 62 62(100.0) 0 0 0 

10-1 名取村田線(増田～田高) R5 0.9 217 217(100.0) 0 0 0 
10-2 名取村田線(田高) R5 0.3 44 44(100.0) 0 0 0 
10-3 名取村田線(田高) R2 0.2 14 14(100.0) 0 0 0 
11-1 愛島名取線(愛島～植松) R6 0.5 30 30(100.0) 0 0 0 
11-2 愛島名取線(植松～飯野坂) R6 1.8 278 278(100.0) 0 0 0 
11-3 愛島名取線(飯野坂～小山) R6 0.5 104 104(100.0) 0 0 0 
12-1 杉ヶ袋増田線(美田園) R2 1.2 226 226(100.0) 0 0 0 

12-2 杉ヶ袋増田線(杜せきのした～増

田) R2 1.5 172 164(95.3) 7 0 1 

13-1 杉ケ袋増田線(増田） R6 0.2 39 39(100.0) 0 0 0 
13-2 杉ケ袋増田線(増田～大手町） R6 0.5 76 76(100.0) 0 0 0 
14 杉ケ袋増田線(増田） R2 0.2 147 147(100.0) 0 0 0 

15-1 名取停車場線(閖上) R2 1.2 29 29(100.0) 0 0 0 
15-2 閖上港線(閖上) R2 0.4 49 49(100.0) 0 0 0 
16-1 閖上港線(下余田～増田） R6 0.8 54 54(100.0) 0 0 0 
16-2 閖上港線(増田) R3 0.3 80 80(100.0) 0 0 0 
17 仙台館腰線(田高～愛島) R5 3.2 729 729(100.0) 0 0 0 
18 仙台名取線(上余田～増田) R3 1.0 220 220(100.0) 0 0 0 

19-1 仙台名取線(増田) R6 0.7 314 314(100.0) 0 0 0 
19-2 仙台名取線(増田～飯野坂) R6  0.9 232 232(100.0) 0 0 0 
19-3 仙台名取線(飯野坂) R6  1.2 173 173(100.0) 0 0 0 

全体の数値（下段は達成率） 28.0 

3,661 3,631 17 0 13 

100.0

% 
99.2% 0.5% 0.0% 0.4% 

※ No.は「測定地点・測定路線位置図」の地点 Noと同じ。 

※ 評価対象戸数は、道路から概ね 50 メートルの範囲内にある住居。 

※ 評価区間延長の単位は km。昼は午前 6時～午後 10 時、夜は午後 10 時～午前 6時を指す。 

※ 割合について、小数点第 2位を四捨五入しているため 4項目の合計が 100％にならないことがある。 

※ 全体の数値では、各路線どうしが交差する地点での重複計上戸数を除いてある。 
 

面面的的評評価価にによよるる環環境境基基準準達達成成率率（（経経年年変変化化））  

 昼夜とも達成 
昼のみ達成 
夜は未達成 

夜のみ達成 
昼は未達成 

昼夜とも 
未達成 

評価対象戸数 
（戸） 

令和 2年度 95.0％ 2.5％ 0.0％ 2.5％ 4,118 
令和 3年度 95.1％ 2.4％ 0.0％ 2.5％ 4,235 
令和 4年度 97.5％ 0.4％ 0.0％ 2.0％ 4,159 
令和 5年度 97.9％ 0.4％ 0.0％ 1.7％ 4,051 
令和 6年度 99.2％ 0.5% 0.0％ 0.4％ 3,661 

※ 割合について、小数第 2位を四捨五入しているため 4項目の合計が 100％にならないことがある。
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新新幹幹線線鉄鉄道道振振動動測測定定値値とと経経年年変変化化                                          （単位：dB(A)） 

№ 測定地点  令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

1 
高舘吉田字前沖 
管理㌔程：315.2kp 
側    線：上り側 
指 針 値：70dB 

振動 54 54 56 54 53 

走行速度 

（km/h） 261 265 272 272 263 

2 
田高字清水 
管理㌔程：316.4kp 
側    線：下り側 
指 針 値：70dB 

振動 61 60 60 60 60 

走行速度 

（km/h） 
247 249 249 251 251 

注 1：いずれも軌道から 25m で測定。 

    

((33))騒騒音音・・振振動動防防止止対対策策  

①①工工場場・・事事業業場場対対策策  

工場・事業場から発生する騒音・振動については、騒音・振動規制法並びに県公害防止条例に基

づき、著しい騒音・振動を発生するおそれのある施設（特定施設）を設置する事業者に対し届出義

務を課しており、届出の際の指導により騒音･振動の事前防止を図っています。また、特定施設が設

置されている事業者には立地する地域に応じた規制基準の遵守が義務づけられており、規制基準を

超過する騒音･振動を発生させている事業者には改善命令までを含んだ指導を行うことがあります。 

令和 6年度末現在で、市内では騒音については 995施設（昨年度末比3施設増）、振動については

591 施設（昨年度末比 17施設増）の届出を受けています。 

 

騒騒音音ににかかかかるる特特定定施施設設届届出出状状況況                  振振動動ににかかかかるる特特定定施施設設届届出出状状況況  

特定施設名 
法律

規制 

条例

規制 
計 

 
特定施設名 

法律

規制 

条例

規制 
計 

金属加工機械 51 11 62  金属加工機械 39 9 48 

空気圧縮機及び送風機 297 136 433  圧縮機 92 19 111 

土石用破砕機 等 6 62 68  土石用破砕機 等 6 62 68 

織機     織機    

建設用資材製造機械 4 2 6  コンクリート製品製造機械    

穀物用製粉機 1  1  木材加工機械    

木材加工機械 27 11 38  印刷機械 13  13 

抄紙機    
 ゴム練用･合成樹脂練用ロール

機 
   

印刷機械 38  38  合成樹脂用射出成形機 80 13 93 

合成樹脂用射出成形機 92 13 105  鋳型造形機  6 6 

鋳型造形機  6 6  金属加工機械    

ディーゼル・ガソリンエンジン  29 29  ディーゼルエンジン  25 25 

クーリングタワー  115 115  冷凍機  227 227 

バーナー  70 70  計 230 361 591 

繊維工業用機械  2 2  

コンクリート管製造機械 等  1 1 

金属製品製造用機械  7 7 

土石等加工用機械  14 14 

計 516 479 995 
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22．．悪悪臭臭  
  

((11))概概要要  

悪臭とは、人が感じる「いやな臭い」「不快な臭い」の総称です。 

悪臭公害はその感じ方に大きな個人差や嗜好性があり、また、原因物質も非常に多岐にわたってい

るため、客観的な対応が困難であるという特徴を有していますが、悪臭防止法、県公害防止条例や県

悪臭公害防止対策要綱に基づいて、様々な角度から対策を行っています。 
  

((22))悪悪臭臭防防止止対対策策  

平成 16 年度に、市内に県条例で定める特定施設の届出が 1 件（強制発酵施設）ありましたがそれ以

降の届出はありません。また、苦情については、関係機関と連携を図りながら個別に対応していま

す。 

なお、悪臭防止法や県公害防止条例の規制基準は臭気指数で定められています。また、県悪臭公害

防止対策要綱の基準は臭気強度で定められています。臭気指数や臭気強度は、人の嗅覚を用いて測定

します。これは、個々の悪臭のもととなる物質（例えばアンモニアなど）の濃度を規制することだけ

では限界があるためです。臭気指数は、人の鼻で臭いが感じられなくなる濃度まで無臭空気で希釈し

た倍率（臭気濃度）を基に以下の方法で数値化しております。 

   臭気指数 Z = 10×log10Y（Y=臭気濃度） 

例えば 100 倍に希釈して臭いが感じられなければ、その臭気指数は 20 となります。 

 

33．．大大気気汚汚染染  

((11))概概要要  

大気汚染とは、化石燃料の燃焼などの原因により様々な汚染物質が大気中に排出され、人体や環境

に悪影響を及ぼすことをいいます。その発生源は工場･事業場のような固定発生源から私たちが日常利

用する自動車などの移動発生源まで様々です。自動車の普及拡大によって排出される二酸化窒素など

酸性雨・酸性雪の原因物質や微小粒子状物質の影響が今日では特に問題となっています。 

県は市内に自動車排出ガス測定局（自排局：岩沼警察署増田交番敷地内）を設置し、大気汚染物質

の測定を行っています。市では粉じん公害や酸性雨・酸性雪など、比較的新しく浮上してきた問題に

ついても、関係機関と協力して調査を行っています。 

 
((22))市市内内のの状状況況  

①①名名取取自自排排局局ででのの測測定定結結果果  

自動車排出ガス測定局（名取自排局）では、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物質(SPM)、微小粒子

状物質(PM2.5)の 3項目の測定を行っています。 

なお、宮城県は NOx が高濃度（1 時間の濃度が 0.12ppm 以上）になることが見込まれる場合、注意

報等を発令します。この場合市は宮城県と連携を取り、周知を図るようにします。 

また、平成 25 年 4 月からは PM2.5 が高濃度になることが見込まれる時にも同様に県と連携を取り

注意喚起を行います。 
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各各種種測測定定値値とと経経年年変変化化  （（過過去去 55 年年間間））  

・１時間値の最高値とは、1 時間毎に記録されるデータのうち年間を通して最高であった値をいう。 

・日平均値とは、1 日を通して 1 時間毎に記録される 24 のデータを平均した値をいう。 

・2％除外値とは、機械的要因や測定時の特殊事情による異常データの混入を防ぐため、測定値の高いほうから 2％の

範囲内にあるものを除いた値をいう。 

・98％値とは測定値の低いほうから 98％に相当する値をいう。 

○○窒窒素素酸酸化化物物（（NNOOxx＝＝NNOO＋＋NNOO22））                                                      （単位：ppm） 

  令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

一酸化

窒素 

（NO） 

年平均値 0.008 0.007 0.006 0.004 0.004

1 時間値の最高値 0.126 0.203 0.085 0.078 0.097

日平均の年間 98%値 0.022 0.019 0.015 0.011 0.011

二酸化

窒素 

（NO2

） 

年平均値 0.012 0.011 0.011 0.009 0.008

1 時間値の最高値 0.072 0.055 0.046 0.044 0.045

日平均値が 0.06ppm を超

えた日数とその割合 

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0 

(0.0％) 
0

(0.0%)

日平均値が0.04ppm以上 

0.06ppm以下の日数とその割

合 

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0 

(0.0％) 
0

(0.0%)

日平均値の年間 98%値 0.024 0.023 0.021 0.019 0.017

窒素酸

化物 

合計 

（NO＋

NO2） 

年平均値 0.020 0.018   0.017 0.013 0.012

1 時間値の最高値 0.177 0.258 0.113 0.120 0.135

日平均の年間 98%値 0.043 0.040 0.036 0.030 0.026

年平均に占める二酸化窒

素の割合 
58.9％ 62.2％ 62.2％ 68.8% 69.7%

※ 環境基準（NO2）：1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること   

  

自動車排出ガス測定局【名取自排局】 
（岩沼警察署増田交番敷地内）

酸性雪採取地点 
（市役所屋上）（R4 年度まで）

大大気気汚汚染染防防止止関関連連市市内内測測定定位位置置図図  

 

各各種種測測定定値値とと経経年年変変化化  （（過過去去 55 年年間間））  

・１時間値の最高値とは、1時間毎に記録されるデータのうち年間を通して最高であった値をいう。 

・日平均値とは、1日を通して 1時間毎に記録される 24のデータを平均した値をいう。 

・2％除外値とは、機械的要因や測定時の特殊事情による異常データの混入を防ぐため、測定値の高いほうから 2％の

範囲内にあるものを除いた値をいう。 

・98％値とは測定値の低いほうから 98％に相当する値をいう。 

○○窒窒素素酸酸化化物物（（NNOOxx＝＝NNOO＋＋NNOO22））                                                      （単位：ppm） 

  令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 
一酸化

窒素 

（NO） 

年平均値 0.008 0.007 0.006 0.004 0.004 
1 時間値の最高値 0.126 0.203 0.085 0.078 0.097 
日平均の年間 98%値 0.022 0.019 0.015 0.011 0.011 

二酸化

窒素 

（NO2） 

年平均値 0.012 0.011 0.011 0.009 0.008 
1 時間値の最高値 0.072 0.055 0.046 0.044 0.045 
日平均値が 0.06ppm を超

えた日数とその割合 

0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0%) 
日平均値が0.04ppm以上 

0.06ppm以下の日数とその割合 

0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0%) 
日平均値の年間 98%値 0.024 0.023 0.021 0.019 0.017 

窒素酸

化物 

合計 

（NO＋

NO2） 

年平均値 0.020 0.018   0.017 0.013 0.012 
1 時間値の最高値 0.177 0.258 0.113 0.120 0.135 

日平均の年間 98%値 0.043 0.040 0.036 0.030 0.026 
年平均に占める 

二酸化窒素の割合 
58.9％ 62.2％ 62.2％ 68.8% 69.7% 

※ 環境基準（NO2）：1時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること   

  

自動車排出ガス測定局【名取自排局】 
（岩沼警察署増田交番敷地内） 

酸性雪採取地点 
（市役所屋上）（R4 年度ま

大大気気汚汚染染防防止止関関連連市市内内測測定定位位置置図図  

 

各各種種測測定定値値とと経経年年変変化化  （（過過去去 55 年年間間））  

・１時間値の最高値とは、1 時間毎に記録されるデータのうち年間を通して最高であった値をいう。 

・日平均値とは、1 日を通して 1 時間毎に記録される 24 のデータを平均した値をいう。 

・2％除外値とは、機械的要因や測定時の特殊事情による異常データの混入を防ぐため、測定値の高いほうから 2％の

範囲内にあるものを除いた値をいう。 

・98％値とは測定値の低いほうから 98％に相当する値をいう。 

○○窒窒素素酸酸化化物物（（NNOOxx＝＝NNOO＋＋NNOO22））                                                      （単位：ppm） 

  令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

一酸化

窒素 

（NO） 

年平均値 0.008 0.007 0.006 0.004 0.004

1 時間値の最高値 0.126 0.203 0.085 0.078 0.097

日平均の年間 98%値 0.022 0.019 0.015 0.011 0.011

二酸化

窒素 

（NO2

） 

年平均値 0.012 0.011 0.011 0.009 0.008

1 時間値の最高値 0.072 0.055 0.046 0.044 0.045

日平均値が 0.06ppm を超

えた日数とその割合 

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0 

(0.0％) 
0

(0.0%)

日平均値が0.04ppm以上 

0.06ppm以下の日数とその割

合 

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0 

(0.0％) 
0

(0.0%)

日平均値の年間 98%値 0.024 0.023 0.021 0.019 0.017

窒素酸

化物 

合計 

（NO＋

NO2） 

年平均値 0.020 0.018   0.017 0.013 0.012

1 時間値の最高値 0.177 0.258 0.113 0.120 0.135

日平均の年間 98%値 0.043 0.040 0.036 0.030 0.026

年平均に占める二酸化窒

素の割合 
58.9％ 62.2％ 62.2％ 68.8% 69.7%

※ 環境基準（NO2）：1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること   

  

自動車排出ガス測定局【名取自排局】 
（岩沼警察署増田交番敷地内）

酸性雪採取地点 
（市役所屋上）（R4 年度まで）

大大気気汚汚染染防防止止関関連連市市内内測測定定位位置置図図  

 

各各種種測測定定値値とと経経年年変変化化  （（過過去去 55 年年間間））  

・１時間値の最高値とは、1 時間毎に記録されるデータのうち年間を通して最高であった値をいう。 

・日平均値とは、1 日を通して 1 時間毎に記録される 24 のデータを平均した値をいう。 

・2％除外値とは、機械的要因や測定時の特殊事情による異常データの混入を防ぐため、測定値の高いほうから 2％の

範囲内にあるものを除いた値をいう。 

・98％値とは測定値の低いほうから 98％に相当する値をいう。 

○○窒窒素素酸酸化化物物（（NNOOxx＝＝NNOO＋＋NNOO22））                                                      （単位：ppm） 

  令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

一酸化

窒素 

（NO） 

年平均値 0.008 0.007 0.006 0.004 0.004

1 時間値の最高値 0.126 0.203 0.085 0.078 0.097

日平均の年間 98%値 0.022 0.019 0.015 0.011 0.011

二酸化

窒素 

（NO2

） 

年平均値 0.012 0.011 0.011 0.009 0.008

1 時間値の最高値 0.072 0.055 0.046 0.044 0.045

日平均値が 0.06ppm を超

えた日数とその割合 

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0 

(0.0％) 
0

(0.0%)

日平均値が0.04ppm以上 

0.06ppm以下の日数とその割

合 

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0

(0.0％)

0 

(0.0％) 
0

(0.0%)

日平均値の年間 98%値 0.024 0.023 0.021 0.019 0.017

窒素酸

化物 

合計 

（NO＋

NO2） 

年平均値 0.020 0.018   0.017 0.013 0.012

1 時間値の最高値 0.177 0.258 0.113 0.120 0.135

日平均の年間 98%値 0.043 0.040 0.036 0.030 0.026

年平均に占める二酸化窒

素の割合 
58.9％ 62.2％ 62.2％ 68.8% 69.7%

※ 環境基準（NO2）：1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること   

  

自動車排出ガス測定局【名取自排局】 
（岩沼警察署増田交番敷地内）

酸性雪採取地点 
（市役所屋上）（R4 年度まで）

大大気気汚汚染染防防止止関関連連市市内内測測定定位位置置図図  
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○○浮浮遊遊粒粒子子状状物物質質（（SSPPMM））                                                        （単位：mg/m3） 

 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 
年平均値 0.012 0.011 0.013 0.013 0.012 
1 時間値が 0.20mg/m3を超えた

時間数とその割合 

0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0%) 
日平均値が 0.10mg/m3を超えた

日数とその割合 

0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0％) 
0 

(0.0%) 
1 時間値の最高値 0.117 0.078 0.091 0.090 0.147 
日平均値の 2%除外値 0.034 0.027 0.032 0.036 0.026 

※ 環境基準：1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること 

○○微微小小粒粒子子状状物物質質（（PPMM22..55））                                          （単位：μg/m3） 

 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

年平均値 8.6 7.5 8.3 8.4 8.1 

日平均値が 35μg/m3を超えた日数

とその割合(%) 

2 

（0.6％) 

0 

（0.0%) 

0 

（0.0%) 

0 

（0.0%) 

1 

(0.3%) 

日平均値の最高値 47.4 25.5 26.8 27.9 61.4 

日平均値の年間 98%値 22.7 18.4 20.1 19.2 17.6 

※ PM2.5 の測定は平成 23年 5月 13 日から開始。 

※ 環境基準：（短期基準）日平均値の年間 98%値が 35μg/m3以下 （長期基準）年平均値が 15μg/m3以下 

 

※※  浮浮遊遊粒粒子子状状物物質質((SSPPMM))月月別別観観測測状状況況  （（令令和和 66 年年度度））             （単位：mg/m3） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 累計 

月平均値 0.019  0.013  0.015  0.017  0.018  0.014  0.011  0.010  0.006  0.007  0.008  0.013  0.013 

日平均の最高値 0.108  0.023  0.024  0.029  0.025  0.023  0.016  0.020  0.010  0.016  0.018  0.035  0.108 
日平均が 0.10mg/m3 
超の日数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

※ 月平均値の累計欄は年平均値を表す。日平均の最高値の累計欄は年最高値を表す。 

 

※※  微微小小粒粒子子状状物物質質((PPMM22..55))月月別別観観測測状状況況  ((令令和和 66 年年度度))                （単位：μg/m3） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 累計 

月平均値 13.0 9.2 9.4 9.6 7.7 7.2 7.5 7.3 4.1 5.7 6.2 10.4 8.1 
日平均の最高値 61.4 14.8 16.3 20.1 10.8 11.1 11.2 17.0 7.4 13.8 14.5 25.0 61.4 
日平均が 35μg 
/m3 超の日数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

※ 月平均値の累計欄は年平均値を表す。日平均の最高値の累計欄は年最高値を表す。 

  

②②酸酸性性雨雨・・酸酸性性雪雪調調査査  

酸性雨とは、空気中に漂う窒素酸化物や硫黄酸化物によって酸性化した雨（一般的にpH5.6以下）

が降り、動植物その他に悪影響を与える現象のことをいいます。また、酸性
さんせい

雪
せつ

や酸性
さんせい

霧
ぎり

といった雨

以外の形での降水でも同等またはそれ以上の影響が出ます。 

市は、東北都市環境問題対策協議会の構成市（東北六県の市の大半が参加）が行う酸性雪調査に

参加し測定を行ってきました（調査地：市役所庁舎屋上）。毎年 1 月中旬～2 月中旬の 4 週間測定し

ており、令和 4 年度は令和 5年 1月 16 日～2月 13 日に実施しました。なお酸性雨と酸性雪の傾向が

類似することから、平成 23 年度以降は酸性雪のみ測定を実施してきましたが、共同調査の実施は令

和 4年度調査を以って終了しました。  
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酸酸性性雪雪のの経経年年変変化化（（ppHH おおよよびび EECC））  

 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 

 pH EC pH EC pH EC pH EC pH EC 

第1回 6.19 34.9 6.92 184.0   6.78 506.0 7.31 471.0 

第2回 6.95 52.0 5.20 23.2 7.40 381.0   6.83 178.0 

第3回     7.10 80.5 6.98 48.7 6.63 185.0 

第4回   4.89 24.2   6.50 41.0 6.40 13.0 

平均 6.39 42.6 5.15 23.9 7.14 129.0 6.59 48.7 6.43 32.2 

EC:導電率(μS/㎝) 

※ 測定場所：市役所屋上                                                               

※ 1 回の測定で 1週間の降水（降雪）を調査する。 

注 1：表中斜線の部分は十分な降水がなく、測定が行われなかったことを示す。 

注 2：表中網掛けの部分は、酸性雨の一般的な基準である pH5.6 以下であったことを示す。 

注 3：平均は加重平均（各回の（採水量×濃度）の和を総採水量で割る）で表記。 

 

東東北北地地方方ににおおけけるる酸酸性性雪雪のの状状況況         （東北都市環境問題対策協議会調査資料より） 

 測定日  名取市 沿岸地方 宮城県 東北六県 

令和 2年度 
令和 3 年 1月 18 日～ 
令和 3 年 2月 15 日 

pH 7.14 6.61 4.86 4.2 

EC 129.0 84.3 6.9 74 

令和 3年度 
令和 4 年 1月 17 日～ 
令和 4 年 2月 14 日 

pH 6.59 6.53 5.04 4.8 

EC 48.7 54.8 11.1 59 

令和 4年度 
令和 5 年 1月 16 日～ 
令和 5 年 2月 13 日 

pH 6.43 6.65 5.62 5.4 

EC 32.2 41.9 16.4 74 

※ 沿岸地方…気仙沼市、石巻市、名取市、塩釜市、多賀城市、岩沼市、東松島市 

なお、石巻市、東松島市は令和 4年度未実施。 

 

((33))大大気気汚汚染染防防止止対対策策  

①①工工場場・・事事業業場場対対策策  

固定発生源として大気環境に悪影響を及ぼすおそれがある工場・事業場に対しては、大気汚染防

止法や県公害防止条例による規制が行われています。 

その中でボイラーなどのばい煙発生施設や破砕機などの粉じん発生施設を設置するものは、県知

事に対して届出をすることが義務づけられており、令和６年度末現在、市内においては 58 事業場か

ら 105 のばい煙発生施設が、5 事業場から 52 の粉じん発生施設が届出をされています。なお、条例

に基づくばい煙・粉じんに係る特定施設はありません。 

 

大大気気汚汚染染防防止止法法にに基基づづくくばばいい煙煙発発生生施施設設届届出出施施設設数数    

分類 施設名 施設数  分類 施設名 施設数 

1 ボイラー 72 30 ディーゼル機関 27 

11 乾燥炉 1 施設数計 105 

29 ガスタービン 5 事業場数計 58 

注：法に定める施設のうち市内で届出がされているもののみを示した。 
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大大気気汚汚染染防防止止法法にに基基づづくく一一般般粉粉じじんん発発生生施施設設届届出出施施設設数数  

分類 施設名 施設数 

 

分類 施設名 施設数 

2 土石鉱物堆積場 3 5 ふるい 10 
3 ベルトコンベア･バケットコンベア 31 施設数計 52 

4 破砕機・磨砕機 8 事業場数計 5 

注：法に定める施設のうち市内で届出がされているもののみを示した。 

 

44．．水水質質汚汚濁濁  

((11))概概要要  

水質汚濁とは、河川や湖沼、地下水などに有害な物質が混入すること等により水質（水の着色など

の水質以外の水の状態も含む）が悪化し、健康や生活に悪影響を及ぼすことをいいます。最近では事

業場からの排水に加えて、家庭の台所や風呂から出るいわゆる生活排水による汚濁の比率が増大して

おり、下水道普及や合併浄化槽設置促進等の対策が行われています。 

 

((22))市市内内のの状状況況  

①①公公共共用用水水域域のの水水質質調調査査  

公共用水域については水質汚濁防止法により県知事が水質の常時監視を行うこととされており、

市内でも各地の河川、湖沼、海域で測定が行われています。また、本市も県が測定を行う基準点に

対する補助点の測定を行っています。 

水質の汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全を目的としてそれぞれの基準

が定められています（健康項目・生活環境項目）。令和6年度の測定結果をみると、生活環境項目で

は樽水ダム及び広浦湾において COD 値が慢性的に基準値を超過している状況にあります。 

 

 

水質汚濁防止関連市内測定位置図 
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○○河河川川（（BBOODD7755%%値値））                                                         （単位：mg/L） 

測定 

機関 水域名 測定地点名 環境基 

準類型 
環境

基準 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

宮城県 

増田川上流 薬 師 橋 A 2.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

増田川中流 小 山 橋 B 3.0 0.8 0.8 0.7 0.8 1 

増田川下流 毘 沙 門 橋 C 5.0 0.8 0.9 1.2 1.0 1.2 

川 内 沢 川 新 川 内 橋 B 3.0 1.2 1.2 0.9 1.2 1.3 

下堀用水路 

境 橋 C 5.0 0.7 0.9 0.8 1.2 1 

名取市 

熊野 堂宿橋 C 5.0 0.8 0.8 1.2 1.5 1.2 

箱 塚 橋 C 5.0 1.5 1.1 1.9 2.5 1.5 

 

○○湖湖沼沼（（CCOODD7755%%値値））                                                         （単位：mg/L） 

測定 

機関 水域名 測定地点名 環境基

準類型 
環境

基準 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

宮城県 樽水ダム ダムサイト A 3.0 3.7 3.4 4.4 4.0 3.7 

注：表中網掛けの部分は環境基準の超過を示す。 

  
○○海海域域（（CCOODD7755%%値値））                                                         （単位：mg/L） 

測定 

機関 水域名 測定地点名 環境基

準類型 
環境

基準 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

名取市 そ の 他 の 

地 先 

広浦（流入部） A 2.0 5.8 5.8 5.3 4.9 5.0 

広浦（中央） A 2.0 4.4 4.5 4.9 4.9 3.7 

広浦（出口） A 2.0 4.3 3.1 3.6 4.3 3.9 

注：表中網掛けの部分は環境基準の超過を示す。 

  

公公共共用用水水域域水水質質測測定定結結果果とと経経年年変変化化（（生生活活環環境境項項目目：：BBOODD･･CCOODD））  

・75%値とは、n個のデータを値の小さいものから順に並べ、（0.75×n）番目に相当するものをいう。 

※（0.75×n）が整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目とする。 

   例）  0.75×6  ＝  4.5  ≒  5     ･･･････      5 番目のデータが 75%水質値 

・ 県測定の測定地点（基準点）では年間 12 回の測定が行われている（新川内橋のみ年 10 回）。 

・ 市測定の測定地点（補助点）では年間 6回（偶数月）の測定が行われている。 
 

②②地地下下水水水水質質測測定定調調査査  

水質汚濁防止法に基づき、県やその他の機関が地下水の水質測定を行い、人の健康の保護に関す

る環境基準項目について調査しています。なお、県内で過去に環境基準を超える汚染が判明した井

戸については、飲用の中止や上水道への切り替えなどを指導しています。 

   平成 28 年度概況調査においては、名取市下増田の井戸で硝酸性窒素・亜硝酸性窒素の基準超過が

ありましたが、平成 29年度から令和 6年度継続監視調査では基準超過はありませんでした。令和 7 

年度も調査を継続していきます。なお、この井戸は飲用としては使用しておりません。  

17



 

③③ゴゴルルフフ場場排排出出水水調調査査  

市内にある2つのゴルフ場は川内沢川の上流部に位置するため、使用される農薬が公共用水域へ影

響を及ぼすことが懸念されます。 

ゴルフ場の排出水については、環境省が「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び

水産動植物被害の防止に係る指導指針」を示しています。排出口でこの指針で定められた水濁指針

値及び水産指針値（「指針値」といいます。）を超えないようするほか、この指針に定められてい

なくても農薬取締法に基づく農薬登録保留基準による水濁基準値及び水産基準値（「基準値」とい

います。）が定められているものは、その 10 倍値を指針値として扱うことになっています。また、

今後新たに基準値が設定された場合は、同様にその 10倍値を指針値とすることになっています。 

市内の両ゴルフ場は、市と交わした協定に基づいて年4回の検査を行っています。令和6年度測定

の結果はいずれも指針値以下の値でした。 

この測定とは別に、市では AOD 試験も実施しました。その測定結果を下記に示します。 

 

AAOODD 測測定定実実施施結結果果（（令令和和 66 年年度度））  

ゴルフ場名 採水地点 採水月日 
AOD 値（％） 

アカヒレ ヌカエビ 

仙台カントリークラブ 

№1 

令和 6年 
8 月 28 日 

1,670 ＞1,800 

№2 820 1,650 

№3 1,190 1,340 

仙台空港カントリークラブ 
№1 令和 6年 

8 月 28 日 

850 ＞1,800 

№4 1,150 1,650 

AOD 試験とは水質分析の手法の一つで農薬汚染に敏感な生物を用いた水質の評価方法です。試験水

を濃縮した中でヌカエビとアカヒレを 48 時間飼育し、その生死を観察します。48 時間後の半数致死

濃度のことをその水の AOD 値といいます。例えば試験水 A を 10 倍に濃縮して 48 時間後にアカヒレ

の半分が死んでいた場合、アカヒレの試験水 Aの AOD 値は 1,000％となります。 

ヌカエビは農薬に鋭敏に反応する淡水産小型甲殻類で、アカヒレはコイ科の小型魚類です。両者

の感受性の差を比較することにより、試験水にどの程度農薬が含まれているか判断できます。 

AOD 試験の必要性として、以下の 3点が挙げられます。 

○ ゴルフ場を対象として全部で 42 種類の農薬の指針値が示されているが、市販されている農薬

は数百種に及ぶため、全てについて分析を行うことは困難である。 

○ 混在する物質の相互作用（2 つ以上の物質があることで、お互いに働きを強めたり弱めたりす

るような作用がある）については、分析値からは判断できない。 

○ 魚類に対して毒性の弱い農薬が開発されたことで、実際に農薬で被害を受けるのは甲殻類が

主体であり、ゴルフ場から低濃度で流出する農薬類を魚類の飼育により監視することは困難で

ある。 

なお、水産用水基準（昭和44年版）では、AOD値が 1,000％以上であれば水産用水として基準を満

たしているという内容の記載があります。またこれまでの調査事例から AOD 値が 400％以上であれ

ば、魚類や甲殻類の生息・繁殖には十分適していることが明らかになっています。 
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((33))水水質質汚汚濁濁防防止止対対策策  

①①工工場場、、事事業業場場対対策策  

人の健康に被害を生じるおそれがある物質を含む汚水又は排水を排出する一定用件を備える施設

を有する事業者は水質汚濁防止法並びに県公害防止条例に基づき届出すべき事が定められていま

す。 

令和６年度末現在、市内では水質汚濁防止法に基づく届出が120事業場、県公害防止条例に基づく

届出が 46事業場となっています。 

 

水水質質汚汚濁濁防防止止法法にに基基づづくく特特定定施施設設届届出出事事業業場場数数  

分類 特定事業場名 事業 

場数  分類 特定事業場名 事業 

場数 
1-2 畜産農業又は関連サービス業 1 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 2 
2 畜産食料品製造業 2 66 電気めっき施設 1 
3 水産食品製造業 5 66-3 旅館業 20 

10 飲料製造業 2 66-5 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に 

供するちゅう房施設 2 

17 豆腐又は煮豆の製造業 6 67 洗たく業 12 
18-2 冷凍調理食品製造業 3 71 自動式車両洗浄施設 45 
38 石けん製造業 1 

71-2 科学技術に関する研究､試験､検査又は専門 

教育を行う事業場で環境省令が定めるもの 4 
54 セメント製品製造業 1 

55 生コンクリート製造業 4 71-4 産業廃棄物処理施設 2 

60 砂利採取業 3 72 し尿処理施設 1 

63 金属製品製造業又は機械器具製造業 1 
事業場数計 120 

64-2 
水道施設、工業用水道施設、又は 

自家用工業用水道 
2 

 

注：法に定める施設のうち市内で届出がされているもののみを示した。また、1つの特定事業場に複数の特定施設を 

有する場合は代表する特定施設に計上した。 

 

公公害害防防止止条条例例にに基基づづくく汚汚水水等等にに係係るる特特定定施施設設届届出出事事業業場場数数  

分類 特定事業場名 事業 

場数  分類 特定事業場名 事業 

場数 
1 水産卸売市場の洗浄施設 1 6 ごみ処理施設 0 

2 集団給食施設 6 7 動物園 0 

3 
ガソリンスタンド営業又は自動車

整備事業の用に供する洗浄施設 
34 8 病院の廃液の処理施設 0 

4 廃油の再生の用に供する洗浄施設 0 9 
アスファルト又は油脂類容器の洗浄

施設 
0 

5 公衆浴場業の用に供する洗浄施設 5 事業場数計 46 

注：1つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は代表する特定施設に計上した。 
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令令和和 66 年年度度測測定定地地点点のの分分布布とと沈沈下下状状況況（（仙仙台台平平野野精精密密水水準準測測量量・・県県実実施施分分）） 

管理者 水準点番号 所在地 
令和 6年度 

標高(m) 

令和 3年度 

標高(m) 

差 

（mm） 
備考 

国土地理院 

（8点） 

2170 本郷字観音 3.6682 3.6747 -6.5 H18 移転 

2171 植松四丁目 3.8123 3.8128 -0.5 H6移転 

2172 飯野坂四丁目 5.3599 5.3574  2.5  

2173 増田五丁目 5.7326 5.7302  2.4 H14移転 

023-022-016 閖上字佛文寺 1.6996 1.6883 11.3 R3仮点再設 

023-022-017 小塚原字辻野 1.4663 1.4692 -2.9 R3仮点再設 

023-022-019 美田園五丁目 1.5291 1.5187 10.4 H20移転 

023-022-021 杉ケ袋字川前 1.1955 1.1858  9.7 H18再設 

注 1：差は令和６年度標高から令和３年度標高を引いたものを表す。 

注 2：標高は、平成 29年 2月 28 日に公開された基本水準点成果に基づく測地成果 2011 の標高値である。 

 

令令和和 66 年年度度測測定定地地点点のの分分布布とと沈沈下下状状況況（（仙仙台台平平野野精精密密水水準準測測量量・・県県実実施施分分））  

管理者 水準点番号 所在地 令和 6年度 

標高(m) 
令和 3年度 

標高(m) 
差 

（mm） 
備考 

宮城県 

（6点） 

8 牛野字北 0.7670 0.7559 11.1  
9 小塚原字沢目 1.5649 1.5543 10.6  

10 高柳字梶 1.8600 1.8512 8.8  

11 下余田字飯塚 3.2658 3.2573 8.5  

12 下余田字鹿島 4.3850 4.3799 5.1  

N-B-2 杉ケ袋字前沖 0.7470 0.7384 8.6 H17再設 

注 1：標高は、平成 29年 2月 28 日に公開された基本水準点成果に基づく「測地成果 2011」の標高値である。 

注 2：差は令和６年度標高から令和３年度標高を引いたものを表す。 

 

令令和和 66 年年度度測測定定地地点点のの分分布布とと沈沈下下状状況況（（仙仙台台平平野野精精密密水水準準測測量量・・名名取取市市実実施施分分））  

管理者 水準点

番号 所在地 変動量 

（mm） 
累積変動量 

（mm） 
令和 6年度

標高(m) 
令和 3年度

標高(m) 備考 

名取市 

(20 地点) 

28 愛島小豆島字島東 -7.6 -252 4.0967 4.1043 H10 移転 
29 愛島小豆島字島東 - - 5.7567 5.3615 R6仮点設置 

30 愛島小豆島字清水坂 +1.8 -40 9.0902 9.0884  

31 愛島小豆島字島東 -19.8 -567 4.2116 4.2314 H14異常点 

32 愛島小豆島字島東 -6.1 -120 4.2370 4.2431  

33 愛島小豆島字島 +1.9 -38 7.3335 7.3316  

34 愛島小豆島字宇賀崎 +0.4 -151 6.3287 6.3283 H9仮点設置 

35 愛の杜二丁目 -0.1 -86 13.1926 13.1927 H16移転 

36 愛島小豆島字松崎 +2.3 -35 6.9925 6.9902  

37 愛島笠島字南東宮下 -7.6 -479 6.8848 6.8924 H16異常点 

38 愛島笠島字北東宮下 0 -63 8.2870 8.2870 H19移転 

39 愛島笠島字泉 -16.9 -214 8.5920 8.6089 H14異常点 

40 愛島笠島字東小泉 +0.9 -35 10.2093 10.2084 H15再設 

41 愛島塩手字東野田 -0.5 -26 12.1397 12.1402  

42 愛島塩手字野田山 -0.5 -80 10.0788 10.0793  

43 手倉田字堰根 -4.5 -185 7.5640 7.5685 S61異常点 

44 大手町五丁目 +0.3 -99 6.4996 6.4993 H30仮点設置 

45 手倉田字八幡 -4.1 -156 7.4465 7.4506  

46 田高字南 -0.2 -111 8.1460 8.1462 H8仮点 
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47 田高字南 -2.4 -75 7.3587 7.3611  

注 1：変動量は観測基準日である令和 3年 9月 1日より令和 6年 9月 1日までの変動量を示す。 

注 2：累積変動量には亡失等以前の変動量も含む。 

注 3：標高は、平成 29年 2月 28 日に公開された基本水準点成果に基づく「測地成果 2011」の標高値である。 

  

③③愛愛島島笠笠島島地地区区二二級級水水準準測測量量調調査査  

愛島笠島地区において市単独で二級水準測量調査を行っています。これは地盤沈下の傾向が続いてい

るためで、毎年9月と 2月の年 2回調査を実施していました。令和６年度の単年度変動量は二級水準点5

箇所の平均で-7.12mm、最大変動量が-10.8mmでした。震災前の平成22年度の変動量（平均-0.8mm、最大

変動量-4mm）に比べると平均値・最大変動量ともに大きくなっており、今後も調査を継続していきま

す。なお、令和 9 年度から仙台平野の広域的な沈下状況を把握するため、宮城県と 5 市 1 町で調査時期

を合わせ、3年周期で「仙台平野精密水準測量調査」と「愛島笠島地区調査」を行う予定です。 

市市内内 77 測測定定地地点点のの分分布布とと沈沈下下状状況況（（愛愛島島笠笠島島地地区区二二級級水水準準測測量量））          （単位：mm） 

管理者 水準点番号 所在地 

(愛島笠島） 
新設の

時期 
新設時の標高

（m） 
単年度 

変動量 
R6年 9月変動量 

／累積変動量 
R7年 2月変動量 

／累積変動量 
名取市(一級) 38 字北東宮下 S49.9 9.8958 0.0 0.0/-39.9 0.0/-39.9 

名取市(二級) 

（5 地点） 

名 6 字本岩 S53.2 8.3020 -8.4 -1.3/-26.5 -7.1/-33.6 
NA8 字泉 H12.7 9.6353 -5.1 -1.9/-41.5 -3.2/-44.7 

NA9 字泉 H12.7 8.6941 -3.5 -0.9/-47.2 -2.6/-49.8 

NA10 字泉 H12.7 8.5815 -7.8 -2.6/-58.5 -5.2/-63.7 

NA11 字泉 H12.7 7.5162 -10.8 -5.8-/150.9 -5.0/-155.9 

名取市(一級) 37 字南東宮下 S49.9 7.5254 -7.6 -7.6/-380.7 0.0/-380.7 
注 1：変動量の+は隆起、-は沈下を表す。 

注 2：9月変動量は同年 2月からの変動量を、2月変動量は前年 9月からの変動量を示す。 

注 3：累積変動量は昭和 53年 2月の測量開始以後、調査時点までの変動量を示す。 

 

④④観観測測井井観観測測調調査査  

水準測量によって広域的な沈下状況の把握を行うほかに、地盤沈下発生の要因となる地下水位の低下

と地層の収縮を早期に捉えるため、地下水位計及び地盤沈下計による自動観測を行っていましたが、仙

台平野地域水準測量調査と愛島笠島地区二級水準測量調査により広く市内全域で測定しており、地盤沈

下の状況把握が可能であるため、令和 2年度より観測井観測調査を中止しました。 

 

地地下下水水位位測測定定結結果果とと経経年年変変化化                                                    （単位：m） 

観測井番号 所在地  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

名 4 

(昭和 51 年 

設置) 

増田五丁目 
※増田 

グラウンド 

年最高 7.63 8.15 8.22 8.31 7.99 

年平均 4.89 4.98 5.21 5.27 5.09 

年最低 2.57 3.03 2.84 3.09 3.16 
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地地盤盤沈沈下下測測定定結結果果とと経経年年変変化化                                                    （単位：mm） 

観測井番号 所在地  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

名 4 

(昭和 51 年 

設置) 

増田五丁目 
※増田 

グラウンド 

単年 

沈下量 -3.5  2.9  4.0 -2.0 -4.1 

累積 

沈下量 -9.7 -6.8 -2.8 -4.8 -8.9 

 
注 1：正の値は沈下を、負の値は隆起をあらわす。 

注 2：数値は各年度 3月 31 日現在のもの。 

注 3：平成 2～3年の欠測を経て、平成5年 3月 19日に新設設置（沈下量 0.00mm）、累積変動量はそれ以降のもの。 

 

 

((33))東東日日本本大大震震災災にに係係るる地地盤盤沈沈下下  

 東日本大震災による地殻変動の影響で東北地方では地殻変動が起こっています。震災による地殻変動

は大きく2つに分けられます。1つは地震そのものによる地殻変動、もう1つは地震後の地殻変動（余効

変動）です。 

地震による地殻変動について、国土地理院は、名取市近辺では東南東方向に 4m 弱、下方向に約 30cm

沈下したと発表しました。旧閖上中学校敷地内にあった国土地理院設置の電子基準点の観測データによ

ると、本震により水平方向に 317cm、垂直方向に 26cm 沈降したことが分かっております。また名取市内

の仙台平野精密水準測量（国土地理院・県測定分）の結果から、平成 22 年 9 月から平成 23 年 9 月の間

に、市内各地で 20cm～25cm 沈下していることが分かっています。 

平成 26 年 3 月に国土地理院は、震災から 3年間（平成 23 年 2 月と平成 26年 2 月を比較）の旧閖上中

学校敷地内の電子観測点での余効変動について、水平方向は東向きに 408cm 移動し、垂直方向に 19cm 隆

起していると発表しました。水平方向・垂直方向ともに余効変動は徐々に小さくなっています。また垂

直方向の変動について、震災で沈下した地盤が余効変動で隆起していますが、震災前と比べるとまだ地

盤が沈下した状況が続いています。 

 

66．．苦苦情情処処理理  

((11))概概要要  

公害対策についてはこれまで示してきたとおり、各種測定により公害の発生状況の把握に努め、か

つ、法令に基づいた規制等の施策を実施しているところです。 

しかしながら、公害に対する地域の特性や当事者である住民のニーズにきめこまかく対応していくた

めには、個々の住民から寄せられた苦情や相談に応じ、個別に処理を行うことも重要になります。市で

は電話やメールで寄せられた様々な公害苦情に対し、様々な角度から発生源因の消滅を図ると共に、当

事者間の和解を促すべく対応しています。 

令和 6 年度の苦情処理は 31 件で、前年度比 15 件減でした。令和 6 年度の特徴としては大気汚染の苦

情が前年度から増加となり、悪臭が減少しているため、全体件数が減少しています。 
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公公害害苦苦情情処処理理件件数数のの推推移移（過去 5年間）                                          （単位：件） 

年度 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 悪臭 地盤沈下 その他 合計 

令和 2 8 5 0 31 0 13 0 6 63 

3 2 15 0 23 1 27 0 1 69 

4 0 1 0 15 0 23 0 2 41 

5 3 1 0 19 0 21 0 2 46 

6 14 0 0 11 0 4 0 2 31 

 
令令和和 66 年年度度処処理理分分苦苦情情内内訳訳                               （単位：件）  

 大気 
汚染 

水質 
汚濁 

土壌 
汚染 騒音 振動 悪臭 地盤 

沈下 
典型 7
公害
計 

７公
害以
外 

合計 

農業 1       1  1 

林業      1  1  1 

漁業           

鉱業           

建設業 3   3  1  7  7 

製造業      1  1  1 

電気･ガス･熱供給・ 
水道業           

運輸･通信業    2    2  2 

卸売･小売業･飲食店    2    2  2 

サービス業           

公務           

家庭生活 2       2  2 

その他 8   4  1  13 2 15 

不明           

計 14   11  4  29 2 31 

  

77．．広広域域的的なな公公害害防防止止のの取取組組  

（（11））公公害害防防止止協協定定  

  公害防止協定は、宮城県、市町村および事業者間で公害防止のために事業者が取るべき措置を相互

の合意により取り決めしたもので、法律・条例を補完し、地理的・社会的条件に即した公害防止対策

や環境負荷の軽減を図るとともに、事業者の環境保全活動を推進し、健全で快適な生活環境を保全す

るものです。 

  市は、宮城県や他の市町と共同で、仙台港湾公害防止対策地域の事業者と公害防止協定等を締結及

びその執行について審議調整するため仙塩地域七自治体公害防止協議会（七者協）を設置していま

す。七者協では、事業者と公害防止協定を取り交わすことや、適切な環境対策が取られているかどう

かを確認しています。また、仙南地域にある事業所とも同様の取組をしています。  
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ⅢⅢ    自自然然環環境境保保全全  

 

11．．自自然然とと地地域域ととののふふれれああいい活活動動  

本市では、自然環境に対する市民の認識を深め、環境保全思想の普及啓発を図ることを目的として

「名取市自然と地域とのふれあい活動推進委員会」を設置し、その指導と助言を受けながら各種事業を

展開しています。活動内容としては市内に存在している豊かな自然を知ってもらうために観察会等を行

っており、身近な自然の再認識が広く環境保全思想につながっていくよう努めています。 

令和 6年度に実施した事業は次のとおりです。 

 

令令和和 66 年年度度  自自然然とと地地域域ととののふふれれああいい活活動動推推進進事事業業実実施施状状況況  

事業名 日時 実施場所 実施内容 

春の自然観察会 令和6年4月27日 高舘山レクリエーション施設 
〇高舘山の春の植物の観察 

 講師：杉山 多喜子 先生 

    加藤 啓子  先生 

ホタル観察会 令和 6年 6月 21 日 愛島笠島の川内沢川沿い 
○ゲンジボタルの観察、生態の説明 

講師：菅野 美穂子 先生 

   小林 秀昭 先生 

水生生物観察会 令和 6年 7月 27 日 

(河川増水で中止) 高舘の増田川 河原前橋付近 
○増田川に生息する生物の観察 

 講師：菅野 美穂子 先生 

    小林 秀昭 先生 

野外活動体験会 
令和 6年 7月 28 日 

令和 6年 9月 16 日 

みちのく潮風トレイル 

 名取トレイルセンター 

○薪割りと火おこし体験 

 講師：NPO 法人みちのくﾄﾚｲﾙｸﾗﾌﾞ 

野鳥観察会 令和 7 年 2月 1 日 

みちのく潮風トレイル 

名取トレイルセンター、 

広浦、名取川河口 

○市内に生息する野鳥の観察 

講師：佐竹 清夫 先生 

    小林 秀樹 先生 

22．．自自然然散散策策路路のの整整備備  
名取市内の西部丘陵地域は、その大部分が県自然環境保全地域や緑地環境保全地域に指定されている

ように、都市近郊としては豊かな自然が多く残されており、また、暖温帯から冷温帯に移行する推移帯

に位置していることが多様な生物相を生み、学術的にも貴重であるといわれています。本市ではこのよ

うな豊かな自然環境が残されている地域と市民とが身近に接することができるように、自然散策路の整

備を行ってきました。現在では五社山自然散策路の整備が進み、五社山や外山周辺を散策する多くの市

民に親しまれています。 
 

33．．高高舘舘山山自自然然レレククリリエエーーシショョンン施施設設  
那智が丘公民館のさらに奥に、高舘山自然レクリエーション施設があります。約 3.0km のコース中に

は、古代杉をはじめ様々な植物やカモシカの食害の跡を観察できます。標高 204.0m の山頂展望台から

は、市街はもちろん、太平洋や遠くは金華山まで眺められます。 
 

44．．県県自自然然環環境境保保全全地地域域及及びび緑緑地地環環境境保保全全地地域域 
名取市内では、県の自然環境保全条例によって、仙台湾海浜地域、樽水・五社山地域の二つの地域が

県自然環境保全地域に、高舘・千貫山地域が緑地環境保全地域に指定されています。各保全地域の指定

を受けると、各種開発やその他の行為が規制されるなど、将来にわたって地域の自然が守られていくこ

とになります。それぞれの自然豊かな地域の特徴は以下のとおりです。 
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①①仙仙台台湾湾海海浜浜県県自自然然環環境境保保全全地地域域  

   ＊指定年月日：昭和 48 年 8 月 17 日 

＊面      積：1,507.69ha（内名取市分 228.2ha） 

仙台市宮城野区蒲生干潟および仙台市若林区荒浜の南から福島県境までの海岸線沿いの地域で、

阿武隈川、名取川、七北田川などの河川が太平洋に注ぎ、そこから供給される土砂と海岸流とによ

って、美しい砂浜を形成していました。この砂浜には藩政期の昔から防潮林としてクロマツが植え

られ、海岸線から幅約 100～300ｍにわたって見事なクロマツ防潮林が広がり、白砂
はくしゃ

青 松
せいしょう

の美しい

砂浜景観を呈していました。しかし東日本大震災に伴う津波によって市内沿岸部が被害を受けたこ

とから、海岸林が流失するなど、自然環境や動植物の生態系に大きな影響がありました。 

震災前は、河口部には干潟が発達し、シギ、チドリ類など水鳥の格好の渡来地となっているほ

か、ハマボウフウなどの砂浜植物群落や塩生植物群落などが見られ、多彩な動植物相を呈していま

した。 

 

②②樽樽水水・・五五社社山山県県自自然然環環境境保保全全地地域域  

＊指定年月日：昭和 48年 8月 17 日 

＊面      積：1,317ha（内名取市分 1,190ha）、内特別地区  253.5ha（全域名取市分） 

    この地域は名取市と村田町とにまたがり、仙台平野の南西部、北は高舘山から南は阿武隈川に面

した千貫山まで南北に幅 5km で細長く連なる高舘丘陵の中にあって、樽水ダム（昭和 52 年完成）と

五社山（標高 294.8ｍ）を中心とした地域です。宮城県ではよく見られる典型的な里山ですが、気

候的に暖温帯から冷温帯に移行する推移帯（間帯）に位置していることから、多様な動植物が生息

する豊かな生物相を呈しており、学術的にも貴重な地域となっております。中でも、熊野那智神社

が鎮座する高舘山のモミ・ウラジロガシ林はたいへん貴重な存在です。 

 

③③高高舘舘・・千千貫貫山山緑緑地地環環境境保保全全地地域域  

＊指定年月日：昭和 61年 12 月 26 日 

＊面      積：2,830ha（内名取市分 752ha) 

この地域は仙台平野の南西部に位置し、北は高舘山から阿武隈川に面する千貫山まで、幅約５km

で南北に細長く連なる高舘丘陵のうち、県自然環境保全地域に指定されている樽水・五社山地域を

除いた残りの地域となっています。 

高舘丘陵は広義の仙台平野における代表的な丘陵の１つで、基盤は、主に数百万年前の火山岩、

火砕岩と花崗岩類からなっています。こうした硬い岩石が多いので、長い年月の間にもあまり浸食

されず、ゆるやかな丘陵として残ったのです。 

地域内には古くから寺社・仏閣や遺跡など歴史を感じさせるものが多く、それが豊かな自然の中

にほどよく溶け込んで、古代のロマンを訪れる人の心に静かに語りかけてくれます。 

   植生はコナラ・クリの二次林とスギ林、アカマツ林が高い占有率を示しています。動物は、ニホ

ンリス、ホンドタヌキなどの県内の丘陵地に多く見られる普通の種類が生息しています。鳥類はフ

クロウ、アカゲラに加え、林が点在する中にある沼やため池では多くの野鳥が集まってきます。 
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ごごみみ処処理理量量のの推推移移                                                    （単位：t） 

年度 焼却処分 資源物等搬出 
埋立処分 

（直接埋立） 
合計 

  29 22,310 3,732 5 26,047 

  30 22,064 3,834 5 25,903 

令和元 22,626 3,907 7 26,540 

  2 22,454 4,131 8 26,593 

  3 22,564 3,919 7 26,490 

  4 21,886 4,316 7 26,209 

  5 20,780 4,203 8 24,991 

    6 20,462 4,296 7 24,765 

注 1：焼却処分には粗大ごみ処理施設からの搬出分を含む。 

注 2：資源物等搬出には、有害ごみ及び粗大ごみ処理施設からの搬出分を含み、焼却灰からの搬出分を含まない。 

注 3：埋立処分には、側溝土砂及び焼却灰の埋立分を含まない。 

注 4：四捨五入の関係で合計と内訳が一致しないことがある。 

 

資資源源物物等等品品目目別別搬搬出出実実績績（（令令和和 66 年年度度））                                              （単位：t） 

種別 アルミ缶 スチール缶 無色びん 茶色びん その他びん ペットボトル プラスチック 紙パック 

搬出量 135 70 189 154 126 232 1,062 7 

種別 段ボール 紙製容器 紙（容リ） 新聞雑誌 布 類 金属製品 ガラスくず せともの 

搬出量 258 105 8 413 2 307 102 118 

種別 複合製品 草 木 木くず その他 資源物計 有害ごみ 合 計 

搬出量 19 663 279 412 4,661 43 4,704 

注 1：粗大ごみ処理施設からの搬出分を含む。  

注 2：「その他」には、焼却灰からの搬出分を含む。 

注 3：四捨五入の関係で合計と内訳が一致しないことがある。 

  

22．．ごごみみ減減量量・・リリササイイククルル推推進進事事業業  

  ((11))総総論論  

ごみの発生に起因する様々な問題を解決していくためには、第一に発生するごみの量を減らし、な

おかつ発生したごみについてはできる限りリサイクルを行っていくことが重要です。本市において

も、ごみ減量・リサイクル事業として以下に示す各種の施策を実施し、市民の方への協力を呼びかけ

ています。 

 

((22))リリササイイククルル事事業業  

平成 9年 4月にいわゆる容器包装リサイクル法が施行されたのを受け、平成 10年 10月より「名取市

容器包装リサイクル事業」をスタートさせました。これは容器包装類といわれる缶やびん、ペットボ

トルなどを回収し、再資源化を図ることでごみの減量を目指すものです。また、平成 13 年 4 月から

は、容器包装以外の品目を加え 16分別に拡大されました。その後、平成 28年 4月からは、アルミ缶と

スチール缶を「缶類」にまとめ、15 分別に変更となりました。本市では品目に応じて、週 1 回、月 2

回、月 1回の回収を行っており、令和 6年度の収集量は、全体で 3,922ｔでした。 

搬入された中には異物と呼ばれるリサイクルのできないもの（素材が異なるもの、洗浄がされてい

ないもの等）も含まれており、リサイクルの円滑な実施のためにさらなる分別の徹底が求められてい

ます。 
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リリササイイククルルのの分分別別基基準準（（1155 分分別別））  

プラスチック資源 プラスチック製のトレイ、ボトル、レジ袋など 

ペットボトル 飲料用と調味料用 

缶類 飲料用と食料用 

無色透明びん 飲料用と食料用 

茶色びん 飲料用と食料用 

その他びん 飲料用と食料用 

紙箱・紙袋・包装紙類 紙箱、紙袋、包装紙、アルミ加工の紙パック、紙の芯、紙カップ 

紙パック 内側が白いもののみ 

段ボール 断面が波型になっている紙箱 

新聞・雑誌類 古新聞、古雑誌、折り込みチラシなど 

布類 もめん製品 

金属製品類 針金ハンガー、金網、フライパン、金属製のふた、油分の多い缶、アルミ箔など 

ガラスくず類 油分の多いびん、化粧品のびん、薬のびん、こわれたびん、置物など 

せともの類 食器（陶器、磁器、焼き物）、置物、花びん、鉢、灰皿など 

複合素材製品類 小型家電製品、時計、おもちゃなど材質の混ざっているもの 

  

((33))集集団団回回収収支支援援事事業業  

子供会や町内会などが実施している集団回収事業について、その活動を支援するため「リサイクル活動

推進事業奨励金」として回収量に応じた奨励金を交付しています（紙類・布類・金属類・びん類の各品目

1kg あたり 3 円）。令和 6 年度実績では延べ 273 団体に対し、298 トン分の奨励金が交付されました。近

年、回収量は減少傾向にあり、実施団体数及び単位回収量のさらなる拡充が望まれます。 

 

((44))生生ごごみみココンンポポスストト化化支支援援事事業業  

そのほとんどが水分である生ごみは、重量比で家庭ごみの約４割にも達するといわれており、生ご

みを資源として活用することはごみの減量に大きく貢献します。本市では生ごみのコンポスト化（堆

肥化）容器の購入に対して補助金を交付しております。 

リリササイイククルル活活動動推推進進事事業業奨奨励励金金交交付付実実績績            堆堆肥肥化化容容器器購購入入費費補補助助金金交交付付状状況況  

年度 
回収数量 

（t） 

奨励金額 

（千円） 

延実施 

団体数 

 
年度 

基数（基） 補助金額 

（千円） 非電気式 電気式 計 

29 689 2,068 336 29 23 14 37 408 

30 610 1,831 337 30 14 10 24 282 

令和元 557 1,671 343  令和元 12 14 26 302 

2 360 1,079 301  2 14 19 33 373 

3 369 1,108 293  3 19 25 44 682 

4 335 1,006 286  4 10 26 36 647 

5 328 985 274  5 9 23 32 667 

6 298 895 273  6 8 34 42 774 

  

  

  

  

  

 
リリササイイククルルのの分分別別基基準準（（1155 分分別別））  

プラスチック資源 プラスチック製のトレイ、ボトル、レジ袋など 

ペットボトル 飲料用と調味料用 

缶類 飲料用と食料用 

無色透明びん 飲料用と食料用 

茶色びん 飲料用と食料用 

その他びん 飲料用と食料用 

紙箱・紙袋・包装紙類 紙箱、紙袋、包装紙、アルミ加工の紙パック、紙の芯、紙カップ 

紙パック 内側が白いもののみ 

段ボール 断面が波型になっている紙箱 

新聞・雑誌類 古新聞、古雑誌、折り込みチラシなど 

布類 もめん製品 

金属製品類 針金ハンガー、金網、フライパン、金属製のふた、油分の多い缶、アルミ箔など 

ガラスくず類 油分の多いびん、化粧品のびん、薬のびん、こわれたびん、置物など 

せともの類 食器（陶器、磁器、焼き物）、置物、花びん、鉢、灰皿など 

複合素材製品類 小型家電製品、時計、おもちゃなど材質の混ざっているもの 

  

((33))集集団団回回収収支支援援事事業業  

子供会や町内会などが実施している集団回収事業について、その活動を支援するため「リサイクル活動

推進事業奨励金」として回収量に応じた奨励金を交付しています（紙類・布類・金属類・びん類の各品目

1kg あたり 3 円）。令和 6 年度実績では延べ 273 団体に対し、298 トン分の奨励金が交付されました。近

年、回収量は減少傾向にあり、実施団体数及び単位回収量のさらなる拡充が望まれます。 

 

((44))生生ごごみみココンンポポスストト化化支支援援事事業業  

そのほとんどが水分である生ごみは、重量比で家庭ごみの約４割にも達するといわれており、生ご

みを資源として活用することはごみの減量に大きく貢献します。本市では生ごみのコンポスト化（堆

肥化）容器の購入に対して補助金を交付しております。 

リリササイイククルル活活動動推推進進事事業業奨奨励励金金交交付付実実績績            堆堆肥肥化化容容器器購購入入費費補補助助金金交交付付状状況況  

年度 
回収数量 

（t） 

奨励金額 

（千円） 

延実施 

団体数 

 
年度 

基数（基） 補助金額 

（千円） 非電気式 電気式 計 

29 689 2,068 336 29 23 14 37 408 

30 610 1,831 337 30 14 10 24 282 

令和元 557 1,671 343  令和元 12 14 26 302 

2 360 1,079 301  2 14 19 33 373 

3 369 1,108 293  3 19 25 44 682 

4 335 1,006 286  4 10 26 36 647 

5 328 985 274  5 9 23 32 667 

6 298 895 273  6 8 34 42 774 
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  ((55))  家家庭庭用用使使用用済済みみ天天ぷぷらら油油回回収収事事業業  

ごみの減量化と資源循環型社会の形成に向けて、家庭用使用済み天ぷら油の回収事業を実施し、廃

食油をバイオディーゼル燃料（BDF）として再生利用する取組を行っています。BDF は、黒煙及び硫黄

酸化物をほとんど発生させない特性を持つため、地球環境に優しい燃料として注目されています。ま

た、カーボンニュートラルの効果により、地球温暖化防止にも寄与することが期待されます。 

平成19年10月からスタートした回収事業は、公民館、市内スーパーマーケット、市役所など身近な

場所を回収拠点としており、回収量の拡充を図っています。社会福祉法人みのり会及び名取市ボラン

ティア連絡会の協力のもと、回収した油を株式会社オイルプラントナトリに搬入し、精製されたBDFは

事業者の配送用トラックやバスなどの燃料として使用されています。 

 

家家庭庭用用使使用用済済みみ天天ぷぷらら油油回回収収実実績績  

年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

回収量（L） 14,834 14,297 12,541 10,815 12,435 

 

((66))フフーードドドドラライイブブ  

まだ食べることができるにもかかわらず捨てられてしまう食品ロスを削減するために、本市では事

業者と協力し、自宅等で余っている食品を持ち寄りフードバンク団体へ寄付する「フードドライブ」

を実施しています。令和 6年度は 9月から 10 月にかけ実施し、回収量は 815kg でした。 

 

名名取取市市フフーードドドドラライイブブ事事業業実実績績  

注 1：令和 6年度の民間企業 5店舗は通年回収を実施している。  

  

33．．ダダイイオオキキシシンン類類対対策策  

ダイオキシン類は有機塩素化合物の一種で、物の燃焼の過程等で非意図的に生成されてしまう物質

です。ダイオキシン類の主な発生源は、ごみの焼却による燃焼ですが、そのほか、製鋼用電気炉、た

ばこの煙、自動車排出ガスなど様々な発生源があります。 

ダイオキシン類は、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するため早急に抑制しなけ

ればならないものとしてダイオキシン類対策特別措置法（平成 12 年 1 月施行）により規制されていま

す。 

岩沼東部環境センターでもごみ焼却の際のダイオキシン類発生を抑制するために、高温燃焼（850℃

以上）とその連続運転等の各種対策を行っています。 

ごみ焼却場から発生する排ガス中のダイオキシン類については、亘理名取共立衛生処理組合が定期

測定を行っており、その結果、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準値である１ng-TEQ/m3N

（ナノグラム：1ng＝10 億分の 1ｇ）以下の水準に抑えられています。 

また、公共用水域(水質及び底質)でのダイオキシン類について、東北地方整備局及び宮城県で観測

した結果、いずれも環境基準を達成しています。 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

回収量(kg) 699 906 1,017 782 815 

回収日数(日) 30 48 61 61 60 

回収場所 

市役所、 

 イオンモール名取、 

公民館３ヵ所 

市役所、 

 イオンモール名取、

公民館３ヵ所 

市役所、 

 イオンモール名取、 

公民館１１ヵ所 

市役所、 

 イオンモール名取、 

公民館１１ヵ所 

市役所、 

  イオンモール名取、 

公民館１１ヵ所、 

民間企業５店舗 
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○○岩岩沼沼東東部部環環境境セセンンタターーのの排排出出ガガスス                      （単位：ng-TEQ/m３N） 

採取年月日 令和 5 年 6月 令和 5 年 10 月 令和 6年 6月 令和 6年 10 月 

1 号炉 0.00000042 0.00000081 0.00024 0.00013 

2 号炉 0.00016 0.00014 0.0011 0.0017 

※ 基準値：1 ng-TEQ/m３N 

 

○○公公共共用用水水域域（（水水質質及及びび底底質質）         （単位：水質は pg－TEQ/L、底質は pg－TEQ/g） 

測定部位 測定 

機関 測定地点名 環境

基準 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

水質 

国 閖上大橋 1 0.099 0.075 0.082 0.073 0.097 

宮城県 
毘沙門橋 1 0.17 － － － － 

新河内橋 1 － － － 0.76 0.25 

底質 

国 閖上大橋 150 1.8 2.9 1.2 2.6 2.1 

宮城県 
毘沙門橋 150 2.7 － － － － 

新河内橋 150 － － － － 0.44 
※ 国は東北地方整備局で調査したもの。 

※ 測定は例年秋に実施。また毘沙門橋の測定点は、水質汚濁の測定点と同じ。 

注：１pg（ピコグラム）＝１兆分の１g 

  

44．．しし尿尿処処理理  

本市では、し尿の処理にかかる業務を、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町の２市２町で構成する

亘理名取共立衛生処理組合（以下「組合」という。）による広域処理が行われています。集められた

し尿や浄化槽汚泥等は、岩沼市内の県南浄化センターで焼却処理された後、組合の最終処分場で埋立

処分が行われています。 

し尿の収集量の推移をみると、近年の下水道等の普及により減少傾向にあります。 

 

しし尿尿・・浄浄化化槽槽汚汚泥泥等等収収集集量量ととそそのの推推移移                      （単位：kL） 

 一般搬入 公共施設汲取 浄化槽汚泥 農集排汚泥 合計 

令和元年度 1,421 26 3,904 1,117 6,468 

令和 2年度 1,288 19 3,680 1,117 6,104 

令和 3年度 1,138 25 3,681 1,121 5,965 

令和 4年度 1,078 28 3,675 1,120 5,901 

令和 5年度 1,022 22 3,615 1,116 5,775 

令和 6年度 932 21 3,613 1,161 5,727 
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ⅤⅤ    地地球球環環境境問問題題  

  

11．．地地球球温温暖暖化化  

((11))地地球球温温暖暖化化にによよるる影影響響  

地球温暖化は、大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスの大気中濃度が増加し、これに伴って太陽

からの日射や放射する熱の一部が、バランスを超えて温室効果ガスに吸収されることにより地表面の

温度が上昇する現象です。気温の上昇に伴う日本国内への影響としては、 
ⅰ  最大日降水量の増加。大雨の日数の増加。 
ⅱ  非常に強い台風の増加。洪水や高潮被害の増加。砂浜の喪失。 
ⅲ  松枯れ危険域の面積の増加。高山植物群落の減少。サンゴの白化。 
ⅳ  作物・果樹の栽培適地の変化。回遊魚の生息適地の変化。 
ⅴ  熱中症の増加。マラリアなどの流行。 

などが挙げられます。仙台管区気象台では、21 世紀末の世界平均気温が工業化以前と比べて世界平均

気温が約 4Ｃ°上昇したシナリオのもと、一定条件下で 100 年後の気候をシミュレーションし、東北地

方では、年平均気温が 4～5Ｃ°程度上昇、工業化以前とくらべ世界平均気温が 2Ｃ°上昇したシナリ

オでは、年平均気温は約 1.4Ｃ°上昇するという予測を公開しています。 
  

((22))国国のの温温暖暖化化防防止止へへのの取取組組  

平成 9 年 12 月に開催された地球温暖化防止京都会議では、主要国の温室効果ガスの排出削減目標と

その国際的な仕組みが京都議定書として採択され、平成 17 年 2 月 16 日に発効しました。日本は平成

20 年度から平成 24 年度までの第一約束期間内に基準年（平成 2 年度。ただしⅳ～ⅵのガスは平成 7 年

度基準）比で温室効果ガスの総排出量を 6％削減することが求められました。なお、排出削減対象とな

るのは下記 7種のガスです。 

◎対象となる温室効果ガス 

ⅰ  二酸化炭素              （ＣＯ２）  ⅴ  パーフルオロカーボン      （ＰＦＣ） 

ⅱ  メタン                  （ＣＨ４）  ⅵ  六フッ化硫黄              （ＳＦ６） 

ⅲ  一酸化二窒素            （Ｎ２Ｏ）  ⅶ 三フッ化窒素        （ＮＦ３） 

ⅳ  ハイドロフルオロカーボン （ＨＦＣ）                        

平成 26 年 7 月に発表された平成 24年度の温室効果ガス排出量の確定値によれば、第一約束期間 5年

間の温室効果ガス排出量の平均は基準年比で 1.4％増加している一方、森林吸収量や京都メカニズムの

活用を加味すると、同期間の平均は基準年比 8.4％減で京都議定書の目標を達成しています。なお、京

都メカニズムとは他国での排出削減プロジェクトの実施による排出削減量等を自国の約束達成に用い

ることのできる制度のことです。 
平成 27 年には、地球温暖化対策に関する国際会議ＣＯＰ２１が開催され、新たな国際的枠組み「パ

リ協定」が採択されました。それに伴い、日本では 2030 年度に 2013 年度比で温室効果ガス排出量を

26％削減とする目標が閣議設定されました。現在は、上記目標を見直し、令和 3 年 10 月に閣議決定さ

れた「地球温暖化対策計画」に基づき、2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度 46％削減目標

（2013 年度比）の達成に向けて取組を進めています。 
この目標達成に向けて、長期エネルギー需給見通しの実現、再生可能エネルギー構成比率の引き上

げ、徹底した省エネルギーによる電力需要の抑制等が今後一層求められます。  
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((33))  名名取取市市（（市市所所管管施施設設））のの取取組組  

  

①①  みみややぎぎ環環境境税税をを利利用用ししたた取取組組  

名取市では、平成 23 年 4 月から県税として導入された「みやぎ環境税」のうち、市町村へ交付さ

れる補助金を活用し、消費電力の削減と温暖化を助長する二酸化炭素の排出抑制を目的とした照明

の LED 化事業を実施しています。令和 6年度は以下の事業を実施しました。  

 

●市市庁庁舎舎照照明明灯灯 LLEEDD 化化改改修修事事業業 

議員協議会室、1階市民ホール・機械室・警備室、西階段の照明を LED 照明へ更新しました。 

既設 ：（100W×1灯）35 基、（40W×5灯）79基、（32W×5 灯）4基、（20W×5灯）2基 

更新 ：（50W×1灯）16基、（20W×5灯）66 基、（15W×4灯）1基、（10W×2 灯）3基 

設置基数：86基 CO2削減効果：5,177kg-CO2/年 

 

●市市民民活活動動支支援援セセンンタターー照照明明灯灯 LLEEDD 化化改改修修事事業業 

名取市市民活動支援センターの全 29 基の照明を LED 照明に更新しました。 

既設 ：（40W×2灯）19基、（20W×1灯）10 基 

更新 ：（31.9W×1 灯）19 基、（11W×1 灯）1基、（6.2W×1 灯）9基 

設置基数：29基 CO2削減効果：306kg-CO2/年 

  

 ●●名名取取駅駅ココミミュュニニテティィププララザザ等等照照明明灯灯 LLEEDD 化化改改修修事事業業  

    名取駅東西自由通路、名取駅コミュニティプラザの照明を LED 照明に更新しました。 

設置基数：111 基 CO2削減効果：8,757kg-CO2/年 

  

●●街街路路灯灯 LLEEDD 化化改改修修事事業業  

 愛島台七丁目の街路灯（ナトリウム灯）を LED 照明に更新しました。 

設置基数：5基 CO2削減効果：568kg-CO2/年 

 

②②  名名取取市市住住宅宅用用再再生生可可能能エエネネルルギギーー等等設設備備導導入入補補助助金金交交付付事事業業（（市市単単独独事事業業））  

住宅におけるエネルギーの自立化と温室効果ガスの削減を促進するため、名取市内の住宅に下記

の設備を導入した方へ、抽選で補助金を交付しました。 

太陽光発電システム・定置用蓄電池同時設置  ： １件あたり 10 万円交付  21 件 

 定置用蓄電池（単独申請）                  ： １件あたり 6万円交付   20 件 

 家庭用燃料電池システム（エネファーム）    ： １件あたり 12万円       2 件 

 

③③  省省エエネネ家家電電買買いい換換ええキキャャンンペペーーンン事事業業（（国国のの重重点点支支援援地地方方交交付付金金をを活活用用ししたた事事業業））  

 家庭の省エネを推進するため、古い家電を買い換えることで電気代の削減や CO₂排出量の削減を図

ります。 
注 1：令和６年度は、事務費のみ執行。 

注 2：令和７年度に事業費を繰越し、テレビ、エアコン、冷蔵庫の３品目を対象に省エネ家電を買い替えた方に対 

し、先着 150 名に「なとりコイン」を交付。 

 

④④  温温室室効効果果ガガススのの排排出出抑抑制制等等ののたためめのの実実行行計計画画  

「名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画（第 6 期：令和 6 年度～令和 12 年度）」に基

づき、市（市所管施設）の事務及び事業の実施にあたり省エネ、省資源などの取組を行っていま

す。 
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   これは、市が行政機関であると同時に大規模な事業者、消費者の側面も有しており、その責務とし

て、市民・事業者の取組を先導するため、自ら事務及び事業に関して、温室効果ガスの排出量を削

減する取組を行うものです。この計画では、平成 25 年度の電気、燃料等の使用量と温室効果ガス排

出量を基準とした削減目標値を設定しています。 

   令和 6年度の温室効果ガス総排出量は二酸化炭素換算で 6,054 トンでした。これは、基準となる平

成 25年度の排出量 6,570 トンに対し 7.85％削減しています。 

○○数数値値目目標標にに対対すするる令令和和 66 年年度度のの取取組組結結果果  

主な項目 
目標 

（平成 25年度比） 
令和 6年度実績 

（平成 25年度比） 

コピー用紙の再生紙の購入割合 90％以上 93.28％ 

ガソリン使用量 56％以上削減 -5.16％ 

灯油使用量 29％以上削減 +48.28％ 

軽油使用量 27％以上削減 -7.75％ 

重油使用量 59％以上削減 +6.50％ 

ＬＰガス使用量 56％以上削減 -3.57％ 

都市ガス使用量 12％以上削減 93.58％ 

電気使用量 42％以上削減 +28.21％ 

温室効果ガスの総排出量 51％削減 -7.85％ 

  

⑤⑤  再再生生可可能能エエネネルルギギーー等等導導入入補補助助金金事事業業  

  東日本大震災の被災地域の復旧・復興や、原子力発電施設の事故を契機とした電力需要への逼迫

への対応のため、再生可能エネルギー等の地域資源を徹底活用し、災害に強い自立・分散型のエネ

ルギーシステムを導入し、災害先進地域を目指すことを目的に公共施設再生可能エネルギー等導入

事業を行っています。 

  名取市では平成25～28年度事業で小中学校および公民館など24施設に太陽光発電システムを導入

しました。 

 

 

22．．オオゾゾンン層層のの保保護護  

大気中のオゾン（O3）の約 90％は成層圏（地上から 10～50km）に存在します。このオゾンの多い層

をオゾン層と言います。オゾン層は太陽からの有害な紫外線を吸収し地上の生物を守っています。 

オゾンがフロン類等によって破壊され、地表に届く太陽光に含まれる紫外線が増え、皮膚ガンや白内

障の増加、植物やプランクトンの育成阻害による生態系への影響が懸念されています。なおフロン類

とは、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称で、クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイド

ロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）などがあります。 

フロン類は、冷蔵庫、家庭や車のエアコンの冷媒、スプレーの噴射剤、工場における製品洗浄などに

利用されてきました。しかし、オゾン層の破壊や地球温暖化への影響が明らかになり、フロン類の生

産・輸入の国際的な規制が行われています。現在は、特定フロン、ハロン、四塩化炭素は全廃されま

した。臭化メチルは検疫および出荷前処理用としての使用を除き平成 17 年に全廃しました。HCFC は令

和 12年までに全廃する予定です。 

なお、HFCはオゾン層を破壊しないためCFCや HCFCに変わって使用されました。しかしHFCは二酸化

炭素の 100～10,000 倍も大きな温室効果があるため、京都議定書で削減対象となっています。 
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また「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が平成 14 年 4 月に施

行され、業務用のフロン類（HFC も含む）が充てんされている製品の廃棄時に、製品からフロン類を回

収して破壊することを定めています。また「家電リサイクル法」により、エアコンや冷蔵庫などを回

収した業者は、冷媒として使用していたフロンを回収・破壊することが求められています。 

本市も、岩沼東部環境センターに持ち込まれた冷蔵庫やエアコンは指定取引場所を介して回収業者に

引き渡し、フロンを回収しています。県内の回収事務は宮城県フロン回収事業協会などが中心に実施

しています。 

気象庁によると、1980 年代から 1990 年代半ばまで急激に拡大したオゾンホールは、1990 年代半ば以

降は長期的な拡大傾向はみられなくなりました。長期的にオゾンホールの規模に影響するオゾン層破

壊物質の濃度はピーク時の 1990 年代以降緩やかに減少しています。 

オゾンホールは毎年南半球の冬季から春季にあたる 8月～9月ごろ発生し、急速に発達した後、11月

～12 月ごろに消滅するという季節変化をします。令和 6 年の南極上空のオゾンホールは 8 月中旬に観

測されたのち、9 月 28 日に面積が 2,240 万㎢（南極大陸の約 1.6 倍）に達しましたが、12 月上旬には

消滅しました。発生したオゾンホールは近年に比べてやや小規模で短期間でした。 

気象条件によって、今後もオゾンホール面積が大きく推移することが考えられますので、引き続きオ

ゾン層の監視が必要です。 

 

 

33．．そそのの他他のの地地球球環環境境問問題題  

①①熱熱帯帯林林のの減減少少  

2020 年の世界の森林面積は約 40.5 億 haで、世界の陸上面積の約 3 割を占めています。人口の増

加、食料や土地に対する需要の拡大等を背景に、1990 年から 2020 年までの 30 年間で、約 1 億

7,800 万 ha（日本の国土面積の約 5 倍）の森林が世界で減少しています（「世界森林資源評価

2020」より）。近年の森林の減少速度は低下傾向にありますが、アフリカの熱帯の森林では、減少

面積が大きくなっています。 

地球上の森林面積の 40％以上を占める熱帯林は、生物が生きていくために必要な酸素を作り出し

ています。また、熱帯林の面積は地球全体に占める面積の 3.6％にもかかわらず地球上の生物の 5 割

以上が生息していると考えられています。このため、熱帯林の減少は森林資源の枯渇ということだ

けでなく、野生生物の生息域が減少することによる種の減少、二酸化炭素吸収源の減少による地球

温暖化の進行という問題も含んでいます。 

 

②②野野生生生生物物のの減減少少  

人間による生息環境の破壊や悪化、乱獲などにより、野生生物が減少しています。 

   近年、特にその傾向が強く、1900 年当時、年に１種程度であった絶滅速度が、1975 年には年に

1,000 種、1975 年以降は年 40,000 種と急激に上昇しています。 

環境省は、生物学的観点から個々の種の絶滅危険度を科学的・客観的に評価したものをまとめ、令

和 2 年 3 月に第 4 次レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）の第 5 回目の改訂版

として「レッドリスト 2020」を公表しました。 

また、宮城県も県内に生息する動植物の分布状態を調査し、絶滅のおそれがある動植物をまとめた

「宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト 2024 年版」（以下、「宮城県レッドリスト 2024」

という。）を取りまとめて公表しています。 

環境省の「レッドリスト 2020」に掲載された絶滅危惧種数は 3,716 種となっています。また、「宮

城県レッドリスト 2024」に掲載された絶滅危惧種数は 724 種となっています。 
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絶絶滅滅おおよよびび絶絶滅滅危危惧惧種種のの種種数数  

  哺乳類 鳥類 爬虫類 両生類 魚類 昆虫類 貝類 その他 植物Ⅰ 植物Ⅱ 合計 

絶滅種 
環境省 7 15   3 4 19 1 26 31 106 

宮城県 2     6   18 4 30 

絶滅 

危惧種 

環境省 34 98 37 47 169 367 629 65 1,765 298 3,509 

宮城県 7 29 1 1 16 77 6 31 416 140 724 

※ 「魚類」は汽水・淡水魚類のこと。「その他」はその他無脊椎動物、「植物Ⅰ」は維管束植物、「植物Ⅱ」は蘇苔類

含む維管束植物維管束植物以外（宮城県レッドリスト 2024 では植物群落を含む）を指す。 

出典：第 4次レッドリスト（平成 24 年 8 月、平成 25 年 2 月環境省公表）の第 5回目の改訂版（令和 2年 3月） 

   宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト 2024 年版（令和 6年 3月宮城県公表） 

注意：宮城県レッドリスト 2024 では「海岸地域の無脊椎動物類（底生動物）」、「陸域地域の無脊椎動物類（淡水産貝

類）」に分類しているものを、この表では「その他」、「貝類」にそれぞれ分類した。 

  

③③海海洋洋汚汚染染  

河川からの汚染物資、船舶事故により流出した油、海洋投棄などにより海が汚され、生態系や漁

業資源、地球レベルでの水、大気循環への影響が懸念されています。海上保安庁の調査によると、

令和 6 年の海洋汚染の発生確認件数は本州東岸（青森県から房総半島までの太平洋）で 33 件、主な

汚染物質は廃棄物3件、油28件、その他 2件でした。また環境省の海洋環境モニタリング調査(1998

～2007 年度)によると、仙台湾ではカドミウム、水銀、PCB（ポリ塩化ビフェニル）の濃度が内湾・

沿岸域で高く沖合で低くなっていることから、陸地から海洋へ流出していると考えられます。1996

年発効の国連海洋法条約で、我が国は排他的経済水域の環境保全に責任を負うことになっていま

す。 

 

④④PPCCBB（（ポポリリ塩塩化化ビビフフェェニニルル））  

PCB とはポリ塩化ビフェニルのことで絶縁性、不燃性などの特性から電気機器をはじめ幅広い用途

に使用されていました。しかし昭和 43 年にカネミ油症事件が発生するなどその毒性が社会問題化

し、昭和 47 年以降わが国ではその製造は行われていません。  

国際的にも規制の取組が始まっており、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

（POPs 条約）」が平成 16 年 5 月に発効しています。この条約では PCB の処理について、令和 7 年ま

での使用全廃、2028 年までの適正な処分が求められています。日本は平成 14 年 8 月にこの条約を締

結し、目標年までの処分を目指しています。 

現在、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成 13 年法

律第65号）に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）を通じて全国５箇所の処理施

設で処理が行われています。 

 

⑤⑤砂砂漠漠化化  

砂漠化とは、乾燥地域、半乾燥地域、乾燥半湿潤地域植物における気候上の変動や人間活動を含む

様々な要素に起因する土地の劣化を指します。砂漠化により、食料生産基盤の低下、生物多様性の損

失、気候変動への影響のほか貧困の加速、難民の増加という問題も引き起こします。 

2015年の UNCCD（砂漠化対処条約事務局）の調査では、毎年264万 haの土地が砂漠化していると言

われています。その原因は、人為的な要因（土地の許容限度を超えた過放牧、薪の採取、大規模灌漑

など）と気候変動（干ばつ、生物多様性の減少によるさらなる悪循環）が原因と考えられています。 
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また、海藻を食べる魚やウニが増えすぎることで生態系のバランスが崩れ、藻場が消失することを

「磯焼け」と言い、問題になっています。磯焼けの結果、海中の岩石や岩盤が白色の石灰藻に覆われ

た状態のことを「海の砂漠化」と言います。磯焼けの直接原因は水温変化や栄養塩類の濃度の低下で

すが、その原因として河川沿いや沿岸の広葉樹林の伐採があると考える学説があります。 

  
⑥⑥特特定定外外来来生生物物  

外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特

に侵略的外来種といいます。 

環境省は、平成16年 6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生

物法）」を公布し、平成17年 6月から施行されています。この法律では、問題を引き起こす海外起源

の在来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入などの取扱いを規制

し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。令和 6 年 7 月現在、162 種類の生物が特定外来

生物に指定されています。 

 

特特定定外外来来生生物物（（令令和和 66年年 77 月月 11 日日現現在在））  

種類 哺乳類 鳥類 爬虫類 両生類 
 

種目数 25 種類 7 種類 22 種類 18 種類 

種類 魚類 昆虫類 無脊椎動物 植物 合計 

種目数 26 種類 27 種類 18 種類 19 種類 162 種類 
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○○学学校校給給食食月月別別測測定定状状況況（（令令和和 66 年年度度））                    （単位：件） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

実施日数 4 4 4 3 0 5 5 4 4 4 4 3 44 

食材 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 

完成品 13 13 13 10 0 17 16 13 13 13 13 10 144 

 
※ 全ての食材・完成品で放射性物質は検出されなかった。 

※ 食材・完成品は、検査した食材・給食完成品の数を指す。 

 

市が実施した測定のほかに、平成24年度から平成27年度まで、宮城県による給食完成品の検査（検

出限界値5ベクレル/kg）が毎年20回行われましたが、こちらも検出された事例はありませんでした。 

 平成 24年 5月 14日から市民が直接食用に供する食品（購入したものは除く。）について、市役所庁

舎内で放射能検査を行っていましたが、検査件数が減少しているため、令和６年度を最後に食品放射

能検査を終了しました。なお、令和 6 年度は 1 件の測定(前年度比±0 件)を行い、そのうち環境基準

（100 ベクレル/kg）を超えるものは 0件でした。 

 

 水道水は、飲用水と同じ 10 ベクレル/kg 以下という管理目標値が示されています。平成 23 年 3 月か

ら高舘浄水場で放射性物質検査を行っています。平成26年度までは原則週 1回、平成27年 4月からは

月 1 回の頻度で東北大学に測定を依頼し検査していましたが、いずれも不検出でした。令和元年 12 月

より、厚生労働省が示した「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」や本市におけるこ

れまでの結果を踏まえ、検査頻度を原則として3か月に 1回に変更しました。令和2年度をもって東北

大学の測定が終了となったため、令和3年度からは（一財）宮城県公衆衛生協会に測定を外注し、いず

れも不検出となっています。令和 6年度の測定結果も全て不検出でした。 

なお、浄水発生土は、平成 23 年 7 月から放射性物質検査を原則月 1 回行っておりましたが、令和 3

年度より原則として 3か月に1回に変更しました。令和 6年度は（一財）宮城県公衆衛生協会に測定を

外注し、最大で 34 ベクレル/kg でした。このため、環境省が策定した「廃棄物関係ガイドライン」

（事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン）などに基づき、適切

に処理しています。 
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ⅦⅦ    資資料料  
 

((11))騒騒音音  

①騒音の目安 

騒音レベル 音の例示 騒音レベル 音の例示 

30dB ホテルの室内 60dB 銀行の窓口周辺 博物館の館内 

40dB 昼間の戸建て住宅地 図書館の館内 70dB バス・新幹線・在来線の車内 

45dB 美術館の館内 昼間の霊園 80dB 航空機の機内 ゲームセンターの店内 

50dB 昼間の高層住宅地域 書店の店内 90dB パチンコ店内 

出典：全国環境研協議会 騒音調査小委員会 

②騒音に係る環境基準 

○一般地域 

地域の類型 環境庁告示 宮城県告示 
時間の区分 

昼間（6時～22 時） 夜間（22時～6時） 

AA 
療養施設、社会福祉施設等が集

合して設置される地域など特に

静穏を要する地域 
仙台市の一部 

（文教地区） 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

Ａ 専ら住居の用に供される地域 
低層住居専用地域 

（第 1種・第 2種） 

中高層住居専用地域 

（第 1種・第 2種） 
55 デシベル以下 45 デシベル以下 

Ｂ 主として住居の用に供される地

域 
住居地域 

（第 1種・第 2種） 

準住居地域 

Ｃ 相当数の住居と併せて商業、工

業等の用に供される地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 
60 デシベル以下 50 デシベル以下 

○道路に面する地域 

地域の区分 
時間の区分 

昼間（6時～22 時） 夜間（22時～6時） 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 デシベル以下 55 デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 及び C 地域の

うち車線を有する道路に面する地域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 

上表にかかわらず幹線交通を担う道路に近接する空間（特例） 70 デシベル以下 65 デシベル以下 

注 1：車線とは 1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車線部分をいう。 

注 2：幹線交通を担う道路とは高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（4車線以上の区間に限る）、自動車 

専用道路をいう。 

※ 騒音に係る環境基準について：平成 10 年 9 月 30 日  環境庁告示第 64 号（改正 平 24 環告 54） 

※ 騒音に係る環境基準の地域類型をあてはめる地域の指定 平成 24 年 3 月 30 日 名取市告示第 99 号 

 

③航空機騒音に係る環境基準 

 平成 25年 4月 1日から航空機騒音を表す単位を WECPNL から Ldenに変更になり、基準値が変更に 

なった。同時にこれまでの実測および推計を基に宮城県では指定地域を縮小した。  
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((22))振振動動  

①道路交通振動に係る要請限度 

区域の区分 県告示 
時間の区分 

昼間（8時～19時） 夜間（19 時～8時） 

第一種区域 

低層住居専用地域（第 1種･第 2種） 

中高層住居専用地域（第 1種･第 2種） 

住居地域（第 1種･第 2種）、準住居地域 

65 デシベル 60 デシベル 

第二種区域 
近隣商業地域、商業地域 

準工業地域、工業地域 
70 デシベル 65 デシベル 

※ 振動規制法施行規則：昭和 51 年 11 月 10 日  総理府令第 58号(改正 平成 23年 11 月 30 日 環境省令 32 号) 

※ 道路交通振動規制の区域及び時間：平成 24年 3月 30 日 名取市告示第 105号 

 

②振動規制法及び県公害防止条例に基づく特定施設と規制基準 

○特定施設 

番号 施設の種類 規模又は能力 

1 

金属加工の用に供する施設で次に掲げるもの  

(1)液圧プレス（矯正プレスを除く）  

(2)機械プレス  

(3)せん断機 原動機の定格出力が１kW以上のもの 

(4)鍛造機  

(5)ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が 37.5kW 以上のもの 

2 圧縮機 

原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの（一定

の限度を超える大きさの振動を発生しないも

のとして環境大臣が指定するものを除く。） 

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの 

4 織機 原動機を用いるもの 

5 

コンクリート製品製造の用に供する施設で次に掲げるもの  

(1)コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のもの 

(2)コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 原動機の定格出力の合計が 10kW 以上のもの 

6 

木材加工の用に供する施設で次に掲げるもの  

(1)ドラムバーカー  

(2)チッパー 原動機の定格出力が 2.2kW 以上のもの 

7 印刷機械 原動機の定格出力が 2.2kW 以上のもの 

8 
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 

（カレンダーロール機を除く） 
原動機の定格出力が 30kW 以上のもの 

9 合成樹脂用射出成形機  

10 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）  

11 

金属加工の用に供する施設で次に掲げるもの  

(1)圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のもの 

(2)製管機械  

(3)ベンディングマシン（ロール式のものに限る。） 原動機の定格出力が 3.75kW 以上のもの 

12 
ディーゼルエンジン（専ら災害その他非常の事態が発生した場

合に使用するものを除く。） 

定格出力が 10kW 以上のもの 

 

13 冷凍機 原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの 

注１：都市計画法に定める用途地域の工業専用地域以外の地域において、番号１～10 までの特定施設は振動規制法の対

象施設、番号 11 から 13 までの特定施設は県条例の対象施設。 

注 2：都市計画法に定める用途地域以外の地域において、番号 1～13 までの特定施設は県条例の対象施設。 

※ 振動規制法施行令：昭和 51 年 10 月 22 日  政令第 280 号(改正 令和 3年 12 月 24 日政令 346 号) 

※ 公害防止条例施行規則：平成 7年 9月 27 日  宮城県規則第 79号（改正 令和 4年 12 月 1 日 宮城県規則第 83 号） 
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○規制基準 

区域の区分 
時間の区分 

昼間（8時～19 時） 夜間（19時～8 時） 

第 1種区域 

低層住居専用地域（第 1種･第 2種） 

中高層住居専用地域（第 1種･第 2種） 

住居地域（第 1種･第 2種）、準住居地域 

60 デシベル 55 デシベル 

第 2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 65 デシベル 60 デシベル 

注 1：学校（幼稚園を含む）、保育所、病院、診療所（有床）、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50m

の区域内における基準は、それぞれ上欄に定める値から 5デシベル減じた値とする。 

注 2：振動規制法に基づく規制基準の表中第 1種区域欄に無指定地域を適用する。 

※ 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準：昭和 51 年 11 月 10 日 環境庁告示第 90号 

※ 振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準の設定：平成 24 年 3 月 30 日 名取市告示第 103 号 

 

③振動規制法に基づく特定建設作業と規制基準等 

○特定建設作業 

 作業の種類 

1 
くい打機（もんけんを及び圧入式くい打機を除く）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く）又はくい打くい抜機

（圧入式くい打くい抜機を除く）を使用する作業 

2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

3 
舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地

点間の最大距離が 50m を超えない作業に限る） 

4 
ブレーカー（手持式のものを除く）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日におけ

る当該作業に係る２地点間の最大距離が 50m を超えない作業に限る） 

※ 振動規制法施行令：昭和 51 年 10 月 22 日 政令第 280 号(改正 平成 23 年 11 月 28 日 政令 364 号) 

 

○ 規制基準等 

 規制基準値 作業時間 
１日の延 

作業時間 
連続作業期間 日曜・休日の作業 

1 号区域 
75 デシベル 

7:00～19:00 10 時間以内 
6 日以内 禁止 

2 号区域 6:00～22:00 14 時間以内 

適用除外 
 

 

・災害その他非常事態により緊急に行う必要があるもの 

・生命又は身体に対する危険を防止するためのもの      等 

注：地域の類型区分は下記のとおり 

 

地域類型 総理府令 名取市告示 

1 号区域 

・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 

・住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

・住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住

居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域 

・上記地域のうち、学校、保育所、病院、診療所（有床）、図書館、特別養護老

人ホームの敷地の周囲おおむね 80m 以内の区域 

・都市計画法に基づく用途地域の

うち工業地域以外の地域  

・工業地域のうち学校、保育所、

病院、診療所、図書館及び特別

養護老人ホームの敷地境界線か

ら 80m までの区域 

2 号区域 １号区域以外の区域 指定なし 

※ 振動規制法施行規則：昭和 51 年 11 月 10 日 総理府令第 58号(改正 平成 23年 11 月 30 日 環境省令 32 号) 

※ 振動規制法に基づく特定建設作業に係る区域の指定：平成 24 年 3 月 30 日 名取市告示第 104 号 
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④新幹線鉄道振動に係る勧告 

1 指針 

(1)新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが、70 デシベルを超える地域について緊急に振動源及び障害防止

対策等を講ずること。 

(2)病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするととも

に、可及的速やかに措置すること。 

2 測定方法等 

3 指針達成のための方策 

※ 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告）：昭和 51年 3月 12日 環大特 32号 

 

((33))悪悪臭臭  

①臭気指数の目安  

臭気指数 10（希釈倍率 10 倍） 梅の花の香り 

臭気指数 20（希釈倍率 100 倍） 手持ちの花火をしているとき 

臭気指数 30（希釈倍率 1,000 倍） ガソリンを給油する時 

（出典：社団法人におい・かおり環境協会） 

②悪臭防止法による規制基準等 

規制地域 都市計画法に基づく用途地域 

規制対象 指定地域内の全事業場 

規制基準 

悪臭防止法第 4条第 2項第 1号 

（敷地境界線） 

悪臭防止法第 4条第 2項第 2号 

（排出口） 

悪臭防止法第 4条第 2 項第 3号 

（排出水） 

臭気指数 15 

悪臭防止法第 4 条第 2 項に定める規制

基準を基礎として、悪臭防止法施行規

則第 6 条の 2 に定める方法により算出

した臭気排出強度又は臭気指数 

臭気指数 31 

測定方法 

三点比較式臭袋法 

 3 個の臭い袋を用意し、2 個には無臭の、1 個には採取した空気を入れてパネル（臭気の有無を判定する

人）により臭気の有無を判定する方法 

※ 平成 15 年 10 月より嗅覚測定法による規制手法を導入。 

※ 悪臭防止法：昭和 46 年 6 月 1 日法律第 91号(改正 平成 23年 12 月 14 日法律第 122 号) 

※ 悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び臭気指数の規制基準：平成 24 年 3 月 30 日  名取市告示第 106 号 

 

③県公害防止条例に基づく規制基準等 

規制地域 悪臭防止法で規制する地域以外の地域 

特定施設 

１ 

飼料又は有機質肥料の製造の用に供する施設で次に掲げるもの（原料として、魚腸骨、鳥獣骨、フェ

ザー又はこれらのソリュブルを使用するものに限る）  

 (1)原料置場   (2)原料処理加工施設   (3)真空濃縮施設   (4)乾燥施設   (5)脱臭施設 

２ 
有機質肥料の製造の用に供する施設で次に掲げるもの（1の項に掲げるものを除く） 

 (1)原料置場   (2)原料処理加工施設   (3)強制発酵施設   (4)乾燥施設   (5)脱臭施設 

規制基準 悪臭防止法と同じ 

測定方法 三点比較式臭袋法 

※ 公害防止条例施行規則：平成 7年 9月 27 日 宮城県規則第 79号 

 

④県悪臭公害防止対策要綱に基づく規制基準等 

規制地域 市内全域 

規制対象 (1)農業 (2)建設業 (3)製造業 (4)卸売業・小売業 (5)電気・ガス・水道・熱供給業 (6)サービス業 

基準 敷地境界線上で臭気強度 1.8 

測定方法 三点比較式臭気採点法 

※ 宮城県悪臭公害防止対策要綱：平成 5年 4月 1日改正
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項目 基準値 項目 基準値 

ク ロ ロ ホ ル ム 0.06mg/L 以下 Ｅ Ｐ Ｎ 0.006mg/Ｌ以下 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 

（ 公 共 用 水 域 の み ） 
0.04mg/L 以下 ジ ク ロ ル ボ ス （ D D V P ） 0.008mg/Ｌ以下 

1 , 2 -ジクロロプロパン 0.06mg/Ｌ以下 フェ ノブカ ルブ（ B P M C ） 0.03mg/Ｌ以下 

ｐ - ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン 0.2mg/Ｌ以下 イ プ ロ ベ ン ホ ス （ I B P ） 0.008mg/Ｌ以下 

イ ソ キ サ チ オ ン 0.008mg/Ｌ以下 クロルニトロフェン（CNP） - 

ダ イ ア ジ ノ ン 0.005mg/Ｌ以下 ト ル エ ン 0.6mg/Ｌ以下 

フェニトロチオン（MEP） 0.003mg/Ｌ以下 キ シ レ ン 0.4mg/Ｌ以下 

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 0.04mg/Ｌ以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06mg/Ｌ以下 

オ キ シ ン 銅 0.04mg/Ｌ以下 ニ ッ ケ ル - 

クロロタロニル（TP N） 0.05mg/Ｌ以下 モ リ ブ デ ン 0.07mg/Ｌ以下 

プ ロ ピ ザ ミ ド 0.008mg/Ｌ以下 ア ン チ モ ン 0.02mg/Ｌ以下 

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 

（ 公 共 用 水 域 の み ） 
0.002mg/Ｌ以下 全 マ ン ガ ン 0.2mg/Ｌ以下 

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン 0.0004mg/Ｌ以下 ウ ラ ン 0.002mg/Ｌ以下 

  

ぺルフルオロオクタンスル 

ホン酸（PFOS）及びペルフル 

オロ オクタ ン酸（ P F O A ） 

0.00005 mg/Ｌ以下 

（暫定） 

※ 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について：平成 5 年 4 月 28

日公布環水規 121 号 

※ 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)：令和 2年 5月 28 日公布 環水大水発

第 2005281 号 環水大土発第 2005282 号 
 

○生活環境の保全に関する環境基準（抜粋） 

【河川（湖沼を除く）】 

ア（生活環境の保全に関する環境基準）※ 類型 D、類型 Eの基準値は省略した。 

類

型 
利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（ｐＨ） 

生物化学的 

酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌数 

AA 
水道 1 級、自然環境保全及び

Ａ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/Ｌ以下 25mg/Ｌ以下 7.5mg/Ｌ以上 

20CFU 

/100mＬ以下 

Ａ 
水道 2 級、水産１級、水浴及

びＢ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/Ｌ以下 25mg/Ｌ以下 7.5mg/Ｌ以上 

300CFU 

/100mＬ以下 

Ｂ 
水道 3級、水産２級及びＣ以

下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/Ｌ以下 25mg/Ｌ以下 5mg/Ｌ以上 

1,000CFU 

/100mＬ以下 

Ｃ 
水産 3 級、工業用水１級及び

Ｄ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/Ｌ以下 50mg/Ｌ以下 5mg/Ｌ以上 － 

注 1：基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 

注 2：農業用利水点については、pH6.0 以上 7.5 以下、DO5mg/L 以上とする(湖沼もこれに準じる)。 

注 3：利用目的の適応性内容は下記のとおり。 

・自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

・水道１～３級：ろ過等（1級）、沈殿ろ過等（2級）、前処理等（3級）の浄水操作を行うもの 

・水産１～３級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域（1級）、サケ科魚類、アユ等貧腐水性水域（2級）、コイ、フナ等、 

β－中腐水性水域（3級）の水産生物用。 

・工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

注 4：市内水域の類型区分は次のとおり 

水域の名称 水域の範囲 該当類型 基準点 

名取市内水域 

増田川上流（樽水ダム流出口より上流） Ａ 樽水ダム流入地点 

増田川中流（樽水ダム流入口から小山橋まで） Ｂ 小山橋 

増田川下流（小山橋より下流） Ｃ 毘沙門橋 

下堀用水路全域 Ｃ 境橋 

川内沢川全域（流入する支川を含む） Ｂ 筋違橋 
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【海域】 

類型 利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（ｐＨ） 

化  学  的 

酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌数 

n-ヘキサン 

抽出物質 

（油分等） 

Ａ 
水産1級、水浴、自然環境保全

及びＢ以下の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 
2mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

300CFU 

/100mL 以下 

検出されない

こと 

Ｂ 
水産２級、工業用水及びＣの

欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 
3mg/L 以下 5mg/L 以上 － 

検出されない

こと 

Ｃ 環境保全 
7.0 以上 

8.3 以下 
8mg/L 以下 2mg/L 以上 － － 

注 1：自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。 

注 2：利用目的適応性の内容は下記のとおり。 

1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2. 水 産 １ 級 ：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用および水産 2級の水産生物用 

3. 水 産 ２ 級 ：ボラ、ノリ等の水産生物用 

4. 環 境 保 全 ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)。において不快感を生じない限度 

注 3：市内水域の類型区分は下記のとおり。 

水域の名称 水域の範囲 類型 基準点 

二の倉

地先海

域 

 

二の倉地先

海域（丙） 

名取川河口右岸と阿武隈川河口左岸に囲まれた陸岸の地先海域で二

の倉地先海域（甲）及び二の倉地先海域（乙）に係る部分を除いた

もの 

Ａ 
岩沼市特別都市下水路巨

岸 2,500m 

二の倉地先

海域（乙） 

岩沼市特別都市下水路排出口から半径 2,000m の円内に囲まれた海域

と岩沼市特別都市下水路排出口を中心として南北 5,000m の点より沖

合 1,000m の点を結んだ陸岸に囲まれた海域で二の倉地先海域（甲）

に係る部分を除いたもの 

Ｂ 
岩沼市特別都市下水路巨

岸 1,500m 

二の倉地先

海域（甲） 

岩沼市特別都市下水路排出口から半径 1,000m の円内に囲まれた海域

と岩沼市特別都市下水路排出口を中心として南北 4,000m の点より沖

合 500m の点を結んだ陸岸に囲まれた海域 

Ｃ 
岩沼市特別都市下水路巨

岸 500m 

※ 水質汚濁に係る環境基準について：昭和 46 年 12 月 28 日  環境庁告示第 59号(改正 令和 5年環境省告示第 6号) 

※ 環境基準の水域類型指定に関する告示：昭和 47 年 4 月 28 日  宮城県告示第 373 号(改正 平成 18年告示第 274 号) 
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